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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

       （諸般の報告） 

 日程第 ２ 議案第２５号～議案第５７号 

 

○出席議員 

     １番 髙 橋 秀 明 君      ２番 大 江 道 男 君 

     ３番 新 鞍 峯 雄 君      ４番 上 杉 晃 央 君 

     ５番 稲 垣 淳 一 君      ６番 戸 澤 義 典 君 

     ７番 早 瀨 仁 志 君      ８番 岡 本 美代子 君 

     ９番 坂 田 美栄子 君  副議長１０番 吉 住 博 幸 君 

    １１番 橋 本 博 之 君     １２番 中 嶋 すみ江 君 

    １３番 古 舘 繁 夫 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        土 谷 耕 治 君 
教 育 委 員 会        
教  育  長 

平 野 浩 司 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        平 井 雄 二 君   総 務 部 長        広 島   学 君 

  民 生 部 長        高 崎 利 明 君   経 済 部 長        矢 萩   浩 君 

  建設水道部長        石 澤   憲 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  会 計 管 理 者        橋 本 美 典 君   事務連絡室長        中 村 敏 文 君 

  総 務 主 幹        小 室 保 男 君   庁舎建設主幹 遠 國   求 君 

  電 算 主 幹        河 端   勲 君   まちづくり主幹        田 中 三智雄 君 

  政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君   財 務 主 幹        中 尾   亘 君 

  契約財産主幹        大 場 正 規 君   税 務 主 幹        関   弘 法 君 

  環境生活主幹        佐々木   斉 君   児童支援主幹        多 田 敏 明 君 

  福 祉 主 幹        遠 藤   明 君   健康推進主幹        武 田 孝 司 君 

  農 政 主 幹        渡 辺 靖 行 君   みらい農業センター主幹 午 来   博 君 

  耕地林務主幹        伊 成 博 次 君   商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君 

  観 光 主 幹 那 須 清 二 君   建 設 主 幹        川 原 武 志 君 

  施設管理主幹         中 沢 浩 喜 君   建 築 主 幹        西   俊 男 君 

  水 道 主 幹        御 田 順 司 君   地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君 

  事務連絡室次長        志 賀   寿 君   事務連絡室庶務主幹 岩 田 憲 次 君 

  教 育 部 長        田 村 圭 一 君   学校教育主幹        以 頭 隆 志 君 

  学校給食主幹        石 田 勇 一 君   社会教育主幹 露 口 哲 也 君 

  町民会館建設主幹 斉 藤 浩 司 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君 
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  博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君 
  選挙管理委員会事務局長           
  監査委員室長        谷 川 明 弘 君 
 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        藤 原 豪 二 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

 議 事 係 長 橋 本   勝 君   議 事 係        寺 田   好 君    
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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３０年第３回美幌町議会定例会第４

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、６番戸澤義典さん、７番早

瀨仁志さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。 

 朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第２５号から 

      議案第５７号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

２５号美幌町個人情報保護条例の一部を改

正する条例制定についてから議案第５７号

平成３０年度美幌町病院事業会計予算につ

いてまでの３３件を議題といたします。 

 昨日に引き続き、順次、提案者から説明

を求めます。 

 説明に当たっては、簡潔に要点を得た説

明を願います。説明者は、着席のままでの

説明を許します。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の２

２２ページをお開き願います。 

 議案第４１号美幌町都市公園の配置及び

規模の技術的基準に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを御説明申し上げ

ます。 

 美幌町都市公園の配置及び規模の技術的

基準に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の８６ページ

をお開き願います。 

 資料１９、議案第４１号関係でありま

す。 

 改正目的でありますが、都市公園法施行

令の一部改正に伴い、条例の改正を行おう

とするものであります。 

 改正内容でありますが、これまで、都市

公園に設ける運動施設の敷地面積は、都市

公園法施行令により、都市公園の全体の面

積の１００分の５０を超えてはならないと

されていましたが、平成２９年６月１４日

に公布された都市緑地法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、関係政令の整備等に

関する政令による都市公園法施行令の一部

改正により、当該敷地面積に占める割合の

上限は１００分の５０を参酌し、地域の実

情に応じて条例で定めることが必要となっ

たため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 

 根拠法令は、都市公園法施行令でありま

す。 

 施行日は、平成３０年４月１日でありま

す。 

 なお、参考資料の８７ページに改正に係
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る新旧対照表を添付しておりますので、御

参照願いたいと思います。 

 続きまして、２２３ページをお願いいた

します。 

 議案第４２号美幌町公共下水道設置条例

の一部を改正する条例制定についてを御説

明申し上げます。 

 美幌町公共下水道設置条例の一部を改正

する条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の８８ページ

をお開き願います。 

 資料２０、議案第４２号関係でありま

す。 

 改正目的でありますが、都市計画用途地

域の変更に伴い、下水道区域においても整

合性を図るため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 

 改正内容でありますが、１点目に、条例

第３条で規定しております位置及び排水区

域の改正であります。 

 都市計画において、今後、さらなる宅地

造成が見込まれない地域の縮小を行うこと

から、都市計画用途地域の変更に伴い、都

市計画区域から外れた野崎の一部を特定環

境保全公共下水道に加え、開発行為により

宅地化された美富の一部を公共下水道に加

えるものであります。 

 ２点目に、第４条で規定しております排

水区の面積及び計画人口の改正でありま

す。 

 特定環境保全公共下水道の対象面積を１

０３.９ヘクタールから１０２.１ヘクター

ルへ、計画人口を８８０人から６７０人

に、公共下水道の対象面積を７５６.２ヘク

タールから７５１.３ヘクタールへ。計画人

口を１万７,３２０人から１万５,７３０人

に変更しようとするものであります。 

 なお、計画人口につきましては、総合計

画における平成３８年度目標人口に合わせ

て算定を行ったものであります。 

 ３点目に、第５条で規定しております処

理施設の名称、位置等の改正であります。 

 処理施設の全体計画の見直しに伴い、１

日最大処理能力を１万２,０００立方メート

ルから９,７５０立方メートルに変更しよう

とするものであります。 

 施行日は、平成３０年４月１日でありま

す。 

 なお、参考資料の８９ページに、改正に

係る新旧対照表を添付しておりますので、

御参照願いたいと思います。 

 続きまして、２２４ページをお願いいた

します。 

 議案第４３号美幌町公営企業の剰余金の

処分等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを御説明申し上げます。 

 美幌町公営企業の剰余金の処分等に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように

制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の９０ページ

をお開き願います。 

 資料２１、議案第４３号関係でありま

す。 

 改正目的でありますが、美幌町公営企業

の剰余金の処分等に関する条例について、

減債積立金を使用して企業債を償還した場

合の利益を処分する規定を追加するため、

条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 

 改正内容でありますが、地方公営企業法

施行令の改正により、毎事業年度ごとに生

じた利益の処分は、議会の議決を経て行っ

ておりますが、施行令改正前と同様に、減

債積立金を使用して企業債を償還した場合

は、その使用した額に相当する額を資本金

へ組み入れることができるよう、利益の処

分等を規定しております。 

 条例第２条第５項として、減債積立金を

使用して企業債を償還した場合において

は、その使用した減債積立金の額に相当す

る金額を資本金に組み入れるものとする条

文を改正しようとするものであります。 
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 根拠法令は、地方公営企業法、地方公営

企業法施行令であります。 

 施行日は、平成３０年４月１日でありま

す。 

 なお、参考資料の９１ページに、改正に

係る新旧対照表を添付しておりますので、

御参照願いたいと思います。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議案の２２５

ページをお開き願います。 

 議案第４４号指定管理者の指定について

を御説明申し上げます。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げます。 

 参考資料の９２ページをお開き願いま

す。 

 資料２２、議案第４４号関係。 

 指定管理者の指定についてであります。 

 重立ったところについて御説明をいたし

ます。 

 施設の名称は、美幌峠レストハウス展望

休憩室。 

 指定管理者は、美幌町字仲町１丁目４４

番地、美幌商工会議所会頭後藤哲也であり

ます。 

 選定の理由につきましては、美幌峠レス

トハウスにつきましては、町と商工会議所

の共有建物でありますが、美幌町が所有を

しております２階の展望休憩室部分につい

て指定管理を行うものであり、今までの指

定管理の実績と建物の一体的管理運営から

美幌商工会議所を選定したものでありま

す。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平

成３４年３月３１日までの４年間でありま

す。 

 引き続きまして、議案の２２６ページに

お戻り願います。 

 議案第４５号指定管理者の指定につい

て。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うもので

あります。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げます。 

 参考資料の９３ページをお開き願いま

す。 

 資料２３、議案第４５号関係。 

 重立ったところについて御説明申し上げ

ます。 

 施設の名称は、美幌ターミナル物産セン

ターです。 

 指定管理者は、美幌町字新町３丁目９７

番地の２、美幌観光物産協会会長三坂重弘

であります。 

 選定の理由につきましては、今までの指

定管理実績と同施設で運営を行っておりま

す観光物産センター・交通ターミナルや林

業館、木育ひろば愛称「きてらす」との一

元管理による効率的な管理運営を図ること

ができるため、美幌観光物産協会を選定し

たものであります。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平

成３４年３月３１日までの４年間でありま

す。 

 引き続きまして、議案の２２７ページに

お戻り願います。 

 議案第４６号指定管理者の指定につい

て。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定のより、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたします。 

 参考資料の９４ページをお開き願いま

す。 
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 資料２４、議案第４６号関係。 

 重立ったところについて御説明申し上げ

ます。 

 施設の名称は、美幌町職業訓練センター

です。 

 指定管理者は、美幌町字西１条南５丁目

３番地、職業訓練法人美幌職業訓練協会会

長蓮井博文であります。 

 選定の理由につきましては、施設の設置

目的であります労働者の技能向上を図るた

めの職業訓練及び職業の能力検定を実施で

き、また、過去の指定管理実績を考慮して

美幌職業訓練協会を選定したものでありま

す。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平

成３４年３月３１日までの４年間です。 

 引き続きまして、議案の２２８ページに

お戻り願います。 

 議案第４７号指定管理者の指定につい

て。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げます 

 参考資料の９５ページをお開き願いま

す。 

 資料２５、議案第４７号関係。 

 重立ったところについて御説明いたしま

す。 

 施設の名称は、美幌みどりの村でありま

す。 

 指定管理者は、美幌町字美禽２５８番地

の２、一般財団法人美幌みどりの村振興公

社理事長平井雄二であります。 

 施設といたしましては、美幌みどりの村

の施設であります農業実習施設、通称「グ

リーンビレッジ美幌」、休憩施設、通称

「すずらん」、森林公園、農村公園であ

り、その概要については記載のとおりであ

ります。 

 選定の理由につきましては、美幌みどり

の村振興公社は、各施設の特色を生かした

事業展開を図り、地域に根差した事業を積

極的に進めており、また、過去の指定管理

実績を考慮して選定したものであります。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平

成３４年３月３１日までの４年間でありま

す。 

 以上、御説明をさせていただきしまた。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 議案第４８号

指定管理者の指定について御説明を申し上

げます。 

 議案書の２２９ページでございます。 

 議案第４８号指定管理者の指定につい

て。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の９６ページ

をお開きください。 

 資料２６、議案第４８号関係。 

 指定管理者の指定についてでございま

す。 

 初めに、選定の経過について説明をさせ

ていただきます。 

 今回、美幌町あさひ体育センター及び美

幌町テニスコートの施設につきましては、

３年間の指定管理が本年３月３１日をもっ

て期間満了となることから、指定手続条例

第２条に基づきまして、昨年の１２月６日

から１２月２５日までの２０日間で公募を

行ったところでございます。 

 その結果、現在、指定管理者となってお

ります特定非営利活動法人美幌町体育協会

の１団体より応募があったところでござい

ます。 

 選定に当たりましては、指定管理者選定

委員会を設置いたしまして申請内容などを
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審査した結果、美幌町体育協会について

は、指定管理者として１２年間の実績があ

り、施設の管理運営計画、職員体制、収支

計画などについて選定基準と照らし、施設

の管理を行う団体として適当と認められた

ことから、満場一致で選定をされたところ

でございます。 

 それでは、施設の名称でございますが、

美幌町あさひ体育センター及び美幌町テニ

スコート。 

 施設の所在、美幌町字稲美１３７番地

７。 

 指定管理者、美幌町字西１条南５丁目、

特定非営利活動法人美幌町体育協会会長伊

藤善啓でございます。 

 施設の概要は記載のとおりでございま

す。 

 選定の理由でありますが、美幌町あさひ

体育センター及び美幌町テニスコートは、

町民の体育振興と健康増進を図るために設

置された施設であり、施設の効果を最大限

生かした維持管理及び地域住民の声が反映

される管理を行うことができる美幌町体育

協会を選定したところでございます。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平

成３３年３月３１日までの３年間でござい

ます。 

 業務の範囲は記載のとおりでございま

す。 

 利用料金につきましては、美幌町あさひ

体育センターが９７ページの料金表のとお

りでございます。また、美幌町テニスコー

トにつきましては記載のとおりでございま

す。 

 根拠条例につきましては、美幌町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例及び美幌町スポーツ施設条例でござい

ます。 

 続きまして、議案書の２３０ページをお

開きください。 

 議案第４９号指定管理者の指定について

御説明を申し上げます。 

 美幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものと

する。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の９８ページ

をお開きください。 

 資料２７、議案第４９号関係。 

 指定管理者の指定についてであります。 

 選定の経過につきましては、議案第４８

号と同様ですので、省略をさせていただき

ます。 

 施設の名称でございますが、美幌町Ｂ＆

Ｇ海洋センター。 

 施設の所在、美幌町字大通南５丁目８番

地。 

 指定管理者、美幌町字西１条南５丁目、

特定非営利活動法人美幌町体育協会会長伊

藤善啓でございます。 

 施設の概要は記載のとおりでございま

す。 

 選定の理由でありますが、Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンターは、町民の健全な心身の発達と水泳

の振興を図ることを目的とし、財団法人ブ

ルーシー・アンド・グリーンランド財団か

ら譲渡を受けた施設であり、施設の効果を

最大限生かした維持管理及び地域住民の声

が反映される管理を行うことができる美幌

町体育協会を選定したところでございま

す。 

 指定期間は、平成３０年４月１日から平

成３３年３月３１日までの３年間でござい

ます。 

 業務の範囲は記載のとおりであります。 

 利用料金につきましては、９９ページの

料金表のとおりであります。 

 根拠条例につきましては、美幌町公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例及び美幌町スポーツ施設条例でござい

ます。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願い申し上げます。 
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○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の２３１

ページになります。 

 議案第５０号平成３０年度美幌町一般会

計予算について御説明を申し上げます。 

 上記について、別冊のとおり提出をする

ということで、別冊の平成３０年度各会計

予算書により御説明を申し上げますので、

予算書の５ページをお開きいただきたいと

思います。 

 平成３０年度美幌町一般会計予算につい

て御説明を申し上げます。 

 平成３０年度美幌町の一般会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１０９億１,２２８万６,０００

円と定めます。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定に

より、債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、第２表、債

務負担行為で御説明を申し上げます。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、第３表、地方債により御説

明を申し上げます。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借り入れの最

高額は、２５億円と定めるものでございま

す。 

 それでは、１１ページをお願いいたしま

す。 

 第２表、債務負担行為でございます。 

 債務負担行為は、将来にわたって財政負

担を設定するもので、平成３０年度以降に

おける支払いについて、その期間、限度額

を定めようとするものでございます。 

 １段目の役場庁舎建設設計業務委託料。

期間は、平成３０年度から平成３１年度ま

で、限度額につきましては、６，６７９万

３,０００円でございます。役場庁舎の改築

に向けた基本設計、実施設計の委託を実施

するもので、プロポーザル方式による一括

発注を予定しております。 

 二つ目の役場庁舎執務環境計画策定業務

委託料。 

 期間につきましては、平成３０年度から

平成３１年度まで、限度額が１９９万８,０

００円でございます。これは、役場庁舎の

改築に向けて、フロア構成の検討、オフィ

ス環境の整備について、最適かつ経済的な

プランにより具体的な配置計画の策定を委

託するものでございます。 

 三つ目の自動車借上料でございます。 

 期間が、平成３０年度から平成３２年度

まで、限度額が１３０万４,０００円でござ

います。平成３０年度より採用を予定して

おります地域おこし協力隊の隊員活動用の

車両１台を借り上げようとするものでござ

います。 

 次に、自動体外式除細動器借上料でござ

います。 

 期間が、平成３０年度から平成３４年度

まで、限度額が８０万４,０００円でござい

ます。これは、避難所等に配備しておりま

すＡＥＤを更新するもので、本年度の３０

年度につきましては、美幌小学校、東陽小

学校、旭小学校、町民会館、トレーニング

センターのＡＥＤを５年リースで更新を図

るものでございます。 

 最後に、戸籍情報システム借上料。 

 期間は、平成３０年度から平成３５年度

まで、限度額につきましては、１,３１８万

１,０００円でございます。住民担当に配置

しております戸籍情報システムを更新する

もので、戸籍の異動、各種証明書等の手続

を正確かつ迅速に行うものでございます。 

 次に、地方債について御説明をいたしま
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すので、１２ページをお開きいただきたい

と思います。 

 第３表、地方債でございます。 

 一つ目の東町集会室建替事業。 

 限度額が５,０３０万円でございます。こ

れは、地域要望のありました東町集会室の

建てかえに伴う改築工事、旧東町集会室の

解体、その後の外構工事を行うもので、平

成３０年度中の完成を予定しているところ

でございます。起債は、過疎債ハードで充

当率は１００％、元利償還金の７０％が普

通交付税の措置となります。 

 二つ目が緊急防災・減災事業。 

 限度額が２４０万円でございます。これ

は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

の更新を行うもので、平成３０年度末をも

って現行受信機の使用期間が終了となるこ

とから、新型受信機への更新を行うもので

ございます。起債につきましては、緊急防

災・減災事業債で、充当率は１００％、元

利償還金の７０％が普通交付税で措置をさ

れます。 

 三つ目、認定こども園改築補助事業。 

 限度額が８,７００万円でございます。私

立幼稚園の園舎改築に伴います補助金を交

付するものでございます。起債は、過疎債

のハードを予定しているところでございま

す。 

 次に、医療従事者就業支援等補助事業。 

 限度額は８９０万円でございます。医療

従事者の確保を目的とした事業で、一定の

要件を満たされる方に住宅準備及び就業支

援に係る補助金を交付する事業でございま

す。起債につきましては、過疎債ソフト

で、充当率は１００％、元利償還金の７

０％が普通交付税措置という形になりま

す。 

 次に、水道施設等耐震化事業。 

 限度額が４９０万円でございます。この

事業につきましては、耐震不足が明らかに

なりました水道施設の耐震補強を進めるも

ので、国の生活基盤施設耐震化等交付金を

活用しながら、水道事業会計において、取

水施設耐震補強工事に係る実施設計及び日

並浄水場の耐震補強工事を行う予定でござ

います。補助残のうち、その４分の１を一

般会計からの出資金で措置するもので、起

債の名称につきましては一般会計出資債、

充当率が１００％、元利償還金の５０％が

普通交付税で措置をされます。 

 次に、農業生産基盤整備事業。 

 限度額が２,１３０万円でございます。こ

れは、豊栄、昭美、稲都、福梅、豊高第２

地区における道営土地改良事業の地元負担

分として、その財源を地方債に求めるもの

でございます。起債につきましては、過疎

債ソフト及び辺地債で、辺地債の充当率に

つきましては１００％、元利償還金の８

０％が普通交付税で措置をされることにな

ります。 

 次に、木質ペレットストーブ購入促進事

業。 

 限度額が４００万円でございます。木質

ペレットストーブを購入される方に対しま

して、４０万円を上限に購入費用の３分の

２を補助するもので、過疎債のソフトの申

請を予定しております。 

 次に、町内消費喚起プレミアム商品券発

行事業。 

 限度額が８４０万円でございます。この

事業は、消費喚起を目的にプレミアム商品

券を発行するとともに、子育て世帯の生活

を支援するため、ポイントカードシステム

による消費者へのサービス提供を行うもの

で、これも同じく過疎債のソフトの申請を

予定しているものでございます。 

 次に、起業家支援事業。 

 限度額が４００万円でございます。町内

で起業される方に対しまして、起業に必要

な経費を補助することといたしまして、雇

用の創出と地域経済の活性化を図ろうとす

るものでございます。これも、起債につき

ましては、同じく過疎債のソフトの申請を

予定しているところでございます。 
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 次に、町道整備事業。 

 限度額が１億８,１８０万円でございま

す。国の社会資本整備総合交付金により実

施する大正橋の補修、第２６２号道路改良

工事について、補助残の財源を地方債に求

めるものでございます。 

 あわせて、町単独事業として実施を予定

をしております第１２３号道路整備、第３

０号道路整備、第１４号、第３０号、第１

０７号道路舗装、排水補修工事、第８号の

道路歩道整備工事につきましても、その財

源を地方債に求めるもので、過疎債のハー

ド及びソフトの申請を予定しているところ

でございます。 

 次に、１３ページになります。 

 最初の堤内排水対策事業。 

 限度額が４,９８０万円でございます。大

雨による河川の増水に備え、住宅等の浸水

被害を防止するために、樋門排水ポンプの

設置及び監視体制の強化を図るもので、旧

瑞治樋門の電気設備工事、日の出の釜場等

の発電機、樋門用資機材の保管庫の設置を

行うものでございまして、起債について

は、緊急防災・減災事業債の申請を予定し

ているものでございます。 

 その次の公園整備事業。 

 限度額が８８０万円でございますけれど

も、これにつきましては、公園長寿命化計

画に基づき、国の社会資本整備総合交付金

を活用し、本年度につきましては、みとみ

公園の施設更新実施設計委託、物価調査委

託、ひがしまち公園の複合遊具等の撤去・

更新工事を行う予定でございます。 

 起債につきましては、公共事業等債で、

充当率が９０％、元利償還金の５０％が普

通交付税で措置をされます。 

 次に、住宅リフォーム促進補助事業。 

 限度額が４,７１０万円でございます。住

環境の整備と地域経済の活性化を目的とし

て、５０万円以上の住宅リフォーム工事を

対象に費用の２０％を補助するもので、本

年度につきましては１３０件を見込み、過

疎債ソフトの申請を予定しているところで

ございます。 

 次に、少人数学級推進事業。 

 限度額が５６０万円でございます。この

事業につきましては、学習環境の充実を図

るため、小学校の全学年において３５人以

下の学級編制を実現しようとするもので、

本年度につきましては、美幌小学校に期限

つき教員１名の配置を予定しており、過疎

債ソフトの申請を予定しているところでご

ざいます。 

 次に、町民会館改築事業。 

 限度額が１億６,６８０万円でございま

す。完成に向けて改築工事を進めていると

ころですが、建築主体、電気設備、機械工

事のほか、外構工事の事業費を予算計上し

ているところでございます。 

 国の社会資本整備総合交付金、再生可能

エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補

助金を活用し、不足する財源について過疎

債ハードの申請を行うものでございます。 

 次に、スポーツセンター耐震補強事業。 

 限度額が２億２,８８０万円でございま

す。耐震基準を満たしていないスポーツセ

ンターについて、国の社会資本整備総合交

付金を活用し、耐震補強工事を行おうとす

るものでございます。本年度、耐震補強工

事を行うもので、過疎債のハードの申請を

予定しているところでございます。 

 最後に、臨時財政対策債。 

 限度額が３億４,１３３万円でございま

す。臨時財政対策債につきましては、地方

交付税の不足分の一部を地方債へ振りかえ

る制度で、充当率につきましては１０

０％、元利償還金の全額が普通交付税で措

置されることになります。 

 以上のとおり、平成３０年度に借り入れ

をする地方債の総額を１２億２,１２３万円

と見込みまして計上しています。 

 次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、７４ページ、７５ページをお開き

いただきたいと思います。 
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 ３の歳出でございます。 

 まず、１款議会費でございますが、総額

が８,３００万円でございます。 

 議会費の議会運営事務につきましては、

１４名分の議員活動費と事務局の運営に係

る経費について計上させていただいたもの

でございます。 

 次に、７７ページになります。 

 ２款、総務費の総額は５億２,２７６万

４,０００円でございます。 

 １項、総務管理費、１目、一般管理費の

うち、１の総務事務については、前年度と

大きな違いはございません。 

 ２の人事管理事務につきましては、本年

度については、被災地派遣職員及び自治法

派遣職員を予定していないことから減額と

なってございます。 

 次に、７９ページになります。 

 ７９ページにつきましては、前年度と大

きく変わったところがございませんので、

８１ページをお願いしたいと思います。 

 ２目の広報広聴費でございます。 

 広報事業の中の印刷製本費７９万３,００

０円のうち、３２万４,０００円につきまし

ては、ＰＲ用名刺に続きまして、今年度、

町ＰＲ資材といたしまして、クリアファイ

ル５,０００枚を作成するものでございま

す。 

 このページにつきましては、そのほかは

大きな変更はございませんので、８３ペー

ジをお願いしたいと思います。 

 ４目の財産管理費、１、庁舎管理事業の

施設維持管理等委託料、警備業務委託料９

８８万２,０００円でございますけれども、

これにつきましては、一部、警備業務内容

変更による増額となっているところでござ

います。 

 それから、少し下の庁用備品６２６万２,

０００円でございます。これにつきまして

は、庁舎２階の複写機及び紙折り機の更新

を図ろうとするものでございます。 

 ２の庁舎改築等事業、非常勤職員報酬３

９万２,０００円でございますけれども、庁

舎建設の町民会議であります行政改革推進

委員会の７回開催分の報酬でございます。 

 それから、三つ飛びまして、実施設計等

委託料、役場庁舎建設設計業務委託料３,４

４４万８,０００円でございますけれども、

債務負担で御説明を申し上げました平成３

０年度分の支払い分でございます。 

 それから、一つ飛びまして、積立金６６

万１,０００円でございます。この積立金に

つきましては、基金利子の積立金でござい

ます。以降の各費目の中で計上しておりま

す積立金で、同様のものについては説明を

省略させていただきたいと思います。 

 ３、町有財産管理事業、８５ページにな

ります。 

 上から６段目の業務等委託料、二つ目の

町有地草刈業務委託料１１２万５,０００円

でございますけれども、従来、草刈りをし

ているところに、今年度より新たに東京電

波跡地及び美英福祉寮跡地の草刈りを実施

することとしたことにより、増額となって

ございます。 

 それから、車両３９２万円でございます

けれども、公用車の年次的な更新を図ろう

とするもので、軽自動車のバン型３台の購

入を図ろうとするものでございます。 

 ５目企画費でございます。１の政策推進

事業の総額３,７２８万９,０００円のう

ち、５８４万７,０００円につきましては、

観光振興業務で１名の地域おこし協力隊の

経費という形になってございます。 

 ６段目の事務事業協力報償、１,２６８万

円でございますけれども、一つがふるさと

寄附金で総額を２,５００万円と見込みまし

て、その２分の１の特産品等の返礼品とし

て１,２５０万円の計上、あわせて、寄附者

のアンケート調査の景品代として１８万円

を計上したところでございます。 

 それから、下の業務等委託料、ふるさと

寄附金宣伝用素材撮影業務委託料８万８,０

００円でございますが、これにつきまして
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は、ふるさと納税返礼品のカタログ等掲載

のための返礼品の撮影を行うための委託料

でございます。 

 その下の地域おこし協力隊募集採用選考

業務委託料１８１万５,０００円につきまし

ては、平成３１年度の地域おこし協力隊２

名の採用予定によります募集業務に対する

委託料でございます。 

 次に、８７ページをお願いいたします。 

 補助金、まちづくり参画プロジェクト補

助金１００万円でございます。まち・ひ

と・しごと総合戦略に基づく補助金でござ

いまして、美幌高校生の美幌伝道大使推進

協議会に対する補助金でございます。 

 その下の積立金１,２５０万円につきまし

ては、ふるさと寄附金２,５００万円を見込

みまして、返礼品１,２５０万円の残である

１,２５０万円についての積み立てを行おう

とするものでございます。 

 ２の行政改革推進事業の業務等委託料、

行政評価支援システム改修業務委託料１９

７万７,０００円でございますけれども、現

在の行政評価のシートなどの見直しを行う

ために、システム改修を図るための委託料

でございます。 

 それから、５の国際交流事業、負担金９

０万２,０００円でございます。これにつき

ましては、高校生２名分のケンブリッジ高

校への短期留学に対する負担金でございま

す。 

 ６目、辺地対策費、１、生活バス路線等

維持事業の印刷製本費２７万円につきまし

ては、びほろバス交通マップを作成するた

めの経費でございまして、１万部を作成し

全戸に配布する予定でございます。 

 次に、８９ページになります。 

 ７目の交通安全費、１の交通安全対策推

進事業の中の高齢者等運転免許自主返納報

償２４０万円でございますが、昨年まで扶

助費で計上しておりましたが、報償費への

組みかえを行い、１２０件分の予算につい

て計上させていただいたものでございま

す。 

 続きまして、８目の住民活動推進費、１

の住民活動推進事業、９１ページになりま

す。 

 一番上の施設維持管理等委託料２７４万

１,０００円、集会室維持管理委託料でござ

いますけれども、除雪及び草刈りに係る費

用を一部委託料の中に組み込んだことによ

ります増額となってございます。 

 それから、工事請負費につきましては、

工事関連参考資料により、後ほど、副町長

より御説明させていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、庁用備品１５５万６,０００

円につきましては、行事用の耐火テーブル

１０台、東町集会室用の机、椅子及び三つ

の集会室のストーブの更新を図るための予

算計上でございます。 

 負担金、二つ目の手作り出店実行委員会

負担金１８０万円ですが、従来は１５０万

円の負担金でございましたけれども、ふる

さと祭りの出店者数の減等によりまして、

３０万円の負担金を増額したところでござ

います。 

 補助金の一番下、地域集会施設整備補助

金４４３万円でございますが、これにつき

ましては、美富中央、高野、昭野、豊幌、

旭の各集会室の修繕に係る補助金でござい

ます。 

 次に、９３ページになります。 

 １０目、電算管理費、電算システム事業

の業務等委託料、電算業務処理委託料９３

５万８,０００円のうち、３８８万８,００

０円につきましては、電算室管理業務を追

加したことに伴います増額でございます。 

 次に、１１目、諸費、防災対策事業の消

耗品４６６万４,０００円のうち、内訳とい

たしまして、転入者用の戸別配布用の非常

持ち出し品、これを５００セットで１６０

万円、それから、９月オープンを予定して

おります町民会館用の防災消耗品として２

３８万円、それから、福祉避難所としての
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アメニティ美幌の消耗品として４０万円な

どを計上させていただいたものでございま

す。 

 それから、業務等委託料、防災資機材保

管倉庫設置委託料８３万２,０００円につき

ましては、今年度、東陽小学校、北中学校

に倉庫を設置するための委託料でございま

す。 

 それから、委託料の下から二つ目、全国

瞬時警報システム受信機設置委託料２４３

万円につきましては、Ｊアラートの受信機

が平成３０年度末で使用期限終了となるこ

とから、新型の受信機を設置するための委

託料でございます。 

 その下の防災ＷＥＢマップ作製委託料９

９万４,０００円につきましては、災害リス

クの低減を図るため、ハザードマップがス

マホあるいはパソコンからの検索を可能と

しようとするもので、ウエブ化を図るため

の委託料でございます。 

 それから、一つ飛びまして、機械器具７

１０万１,０００円でございますが、これに

つきましては、完成いたします町民会館に

対しまして、投光器、ジェットヒーターな

ど５５７万円、それから、アメニティ美幌

は福祉避難所として３０名の収容を想定し

ておりますけれども、車椅子、ストレッチ

ャーなどで９２万８,０００円を予算計上さ

せていただいたものでございます。 

 次に、９５ページになります。 

 ２の自主防災活動推進事業、補助金の自

主防災資機材等購入補助金８５万円につき

ましては、今年度、栄町西自治会に自主防

災資機材及び物置購入に係る補助をするも

のでございます。 

 ３の駐屯地強化充実推進事業の負担金、

陸上自衛隊美幌駐屯部隊充実整備期成会負

担金３８０万円でございますが、これにつ

きましては、防衛計画大綱並びに中期防衛

力整備計画において、第５旅団の機動旅団

への改編が見込まれることから、美幌に駐

屯します第６普通科連隊の改編及び隊員増

強に向け、陳情活動の強化を図ることとし

たため、３０万円の増で予算を計上させて

いただいたところでございます。 

 申しわけございません。３０万円ではな

く、８０万円です。従来の３００万円を３

８０万円とさせていただいたところでござ

います。 

 次に、９７ページになります。 

 ３項の戸籍住民基本台帳費、１目、戸籍

住民基本台帳費、１の戸籍住民基本台帳事

務、９９ページになります。 

 業務等委託料の一番下、社会保障・税番

号制度対応システム改修委託料９５０万４,

０００円につきましては、マイナンバーカ

ード等の記載事項の充実のためのシステム

改修委託料でございます。 

 それから、一つ飛びまして使用料１７２

万９,０００円につきましては、戸籍情報シ

ステムを本年１０月から更新、その際のシ

ステム使用料として６カ月分の計上をさせ

ていただいたところでございます。 

 ４項、選挙費でございます。 

 ２目の知事及び道議会議員選挙費につき

ましては、来年４月の任期満了に伴い実施

されます選挙に要するもので、平成３０年

度に係る経費について計上をさせていただ

いたものでございます。 

 次に、１０１ページでございます。 

 ３目の町長及び町議会議員選挙費につき

ましても、同じく任期満了に伴いまして、

来年４月に実施されます選挙に必要となる

本年度分の予算について計上したところで

ございます。 

 ４目の網走川土地改良区総代選挙費につ

きましても、来年６月に任期満了に伴い実

施されます選挙に要する平成３０年度分の

費用を計上したところでございます。 

 次に、１０４ページ、１０５ページをお

願いいたします。 

 ３款、民生費でございます。 

 ３款民生費の総額は、２７億７,６４７万

９,０００円でございます。 
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 １項、社会福祉費、１目、社会福祉総務

費、３、国民健康保険特別会計負担事業の

国民健康保険特別会計繰出金２億３,８６８

万９,０００円でございます。 

 これにつきましては、保険基盤安定制度

の繰り出しとして１億２,６３０万７,００

０円、人件費など事務費として８,５８３万

円、出産育児一時金として７２８万円、財

政安定化支援事業として１,５０６万円、そ

の他一般会計の繰り出しとして４２１万２,

０００円について繰り出しを行うものでご

ざいます。 

 次に、１０７ページをお願いいたしま

す。 

 ３目の高齢者福祉費、１、高齢者福祉推

進事業の補助金の四つ目でございますけれ

ども、介護従事者資格取得支援事業補助金

２１０万円の計上でございます。これにつ

きましては、介護人材不足を解消するた

め、資格取得に対し補助することといたし

まして、初任者研修についての補助を１０

人分、実務者研修の補助を１０人分それぞ

れに予算計上したところでございます。 

 次に、１０９ページになります。 

 ２の在宅福祉事業、消耗品費１３９万６,

０００円と、ちょっと下のほうになります

けれども、機械器具２５２万６,０００円に

つきましては、緊急通報装置を新たに４０

台設置することといたしまして、不足いた

します３５台分を購入するための予算計上

でございます。 

 次に、１１１ページになります。 

 ５の高齢者保護措置事業、老人保護措置

費３,８９０万２,０００円につきまして

は、美幌の町民が町外の老人福祉施設に入

所している１８名の方と新規入所者２名を

見込みまして予算計上をしたところでござ

います。 

 それから、６の後期高齢者広域連合負担

事業、療養給付費負担金２億３,９８０万

４,０００円につきましては、医療費給付に

対する美幌町負担分で６分の１相当分でご

ざいます。 

 それから、７の後期高齢者医療特別会計

負担事業、後期高齢者医療特別会計繰出金

１億５２５万８,０００円につきましては、

保険基盤安定分として８,４８６万５,００

０円、広域連合負担分として１,０８５万

円、事務費として９５４万３,０００円の繰

り出しを行うものでございます。 

 ８の介護保険特別会計負担事業の介護保

険特別会計繰出金２億９,２５９万７,００

０円につきましては、給付費、介護予防事

業、包括支援事業などに対して繰り出しを

行うための予算計上でございます。 

 次に、１１３ページでございます。 

 １１３ページにつきましては、昨年度と

大きな変更はございませんので、１１５ペ

ージをお願いいたします。 

 ２項、児童福祉費、１目、児童福祉総務

費でございます。１の児童福祉事務の業務

等委託料、一時預かり事業委託料９５０万

円でございますけれども、平成３０年度よ

り子ども・子育て支援制度に基づく委託で

ございまして、二つの園で、延べ１万７,６

５０人分を見込んでの予算計上でございま

す。 

 それから、負担金の二つ目の子どものた

めの教育・保育給付費負担金２億１,１１６

万７,０００円でございますが、平成２９年

度におきましては、２園が対象でしたが、

平成３０年度より１園が新制度の幼稚園に

移行することによります増額となっている

ところでございます。 

 それから、補助金の下から二つ目、認定

こども園施設整備補助金１億７,２１５万

６,０００円、その下の保育所等整備補助金

８,８８４万６,０００円につきましては、

認定こども園の施設整備補助で改築後に幼

保連携型認定こども園に変更となることか

ら、上の１億７,２１５万６,０００円が教

育部分、下の８,８８４万６,０００円が保

育部分での補助でございます。 

 ２の子ども発達支援センター運営事業に
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つきましては、総額１,９１９万５,０００

円でございますけれども、子ども発達支援

センターが旧中央保育所跡に移転したこと

により、運営費が増となっているところで

ございます。 

 次に、１１７ページは大きな変更はござ

いませんので、１１９ページでございま

す。 

 ２目の保育園費、美幌保育園管理運営事

業ですが、１２１ページになります。 

 修繕料１１７万７,０００円につきまして

は、美幌保育園の暖房制御盤、また、入り

口の引き戸などの修繕を行うための予算計

上でございます。 

 次に、１２３ページになります。 

 １２３ページも大きな変更点がございま

せんので、１２５ページをお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は１１時１０分といたします。 

午前１０時５６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） それでは、予

算書の１２４ページ、１２５ページ、４款

衛生費から御説明をさせていただきます。 

 衛生費の総額につきましては９億９,４２

９万８,０００円でございます。 

 保健衛生費の１目保健衛生総務費、２、

乳幼児等医療費助成事業のうちの扶助費で

ございます。乳幼児等医療費扶助８５１万

５,０００円につきましては、４月から７月

までの現制度における医療費の扶助の予算

計上でございます。 

 その下の子ども医療費扶助の３,８８８万

８,０００円につきましては、通院につい

て、就学前から中学生までに拡大したこと

に伴います８月以降の医療費扶助分でござ

います。 

 ３の他会計負担事業、負担金の病院事業

会計負担金１億９,８４０万６,０００円に

つきましては、不採算地区病院運営経費と

して１億１,１２５万２,０００円、救急医

療の確保に係るものとして３,７９９万１,

０００円、建設改良に要する経費として２,

０４２万円、小児医療に要する経費として

１,５８３万８,０００円などを負担するも

のでございます。 

 補助金の病院事業会計補助金３,２４３万

１,０００円につきましては、基礎年金拠出

金、また、医師等の研修費についての補助

を行うものでございます。 

 投資及び出資金１億４,６２７万４,００

０円につきましては、病院事業に対する出

資金として１億４,１３７万４,０００円

を、水道事業に対する出資金として４９０

万円を出資するものでございます。 

 次に、１２７ページをお願いいたしま

す。 

 ４の広域事務組合負担事業につきまして

は、各会計予算参考資料によりまして、後

ほど、副町長より御説明させていただきま

す。 

 ２目、予防費でございます。 

 ２の予防接種事業の業務等委託料、個別

予防接種委託料４,６３０万５,０００円の

うち、３００万円は高齢者肺炎球菌ワクチ

ン接種委託料でございますけれども、本年

度より自己負担額を３,５００円から２,０

００円とし、接種率の向上を図ることとし

たため、１２５万円の増額となっていると

ころでございます。 

 次に、扶助費、乳幼児等予防接種扶助７

４万４,０００円でございます。これにつき

ましては、長期里帰り出産のため、乳児が

本町で予防接種を受けられない場合、これ

まで、入院等やむを得ない場合のみに扶助

をしておりましたけれども、理由を問わ
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ず、扶助をすることとしたことにより増と

なっているものでございます。 

 ３の母子保健事業につきましては、１２

９ページになります。 

 補助金の特定不妊治療費補助金２２５万

円の計上でございます。新たに特定不妊治

療を受けた方を対象に、治療費の一部を助

成することとしたものでございます。１回

につき１５万円を上限といたしまして、１

５件分について予算計上をさせていただい

たものでございます。 

 ４の健康づくり事業の業務等委託料、健

康診査委託料２８０万９,０００円につい

て、平成２６年度より集団健診の対象者を

２０歳からといたしましたが、若年層の健

診機会の拡大を図るため、町内医療機関で

の個別健診を実施することとし、あわせ

て、健診項目の見直しを行い、健診時間の

短縮を図り、受診率向上の取り組みを図ろ

うとするものでございます。 

 次に、下の補助金でございます。 

 子育て世帯禁煙サポート補助金、予算計

上２０万円については変更がございません

が、対象となる子育て世帯を、平成３０年

度より中学生から高校生までに拡大を図る

こととしてございます。 

 次に、１３１ページになります。 

 ３目の環境衛生費、２の墓地・霊園等管

理事業の業務等委託料２１３万１,０００円

のうちの二つ目、墓地・霊園看板設置委託

料６５万６,０００円につきましては、町内

における墓地、霊園に案内看板４カ所を設

置するための委託料でございます。 

 次に、５目保健福祉総合センター費、

１、保健福祉総合センター管理運営事業、

１３３ページになります。 

 上から五つ目の修繕料でございます。２

８１万４,０００円につきましては、健康遊

浴室の可動床及びばい煙濃度計の取りかえ

などを行うものでございます。 

 次に、１３５ページになります。 

 ２項の清掃費でございますけれども、３

のごみ処分場維持管理事業の四つ目の修繕

料１,６０４万円でございます。これにつき

ましては、管理棟の高圧器具の交換、第２

期埋立地の雨水ますの埋め立て修繕、その

他プラスチック減容機のオーバーホールな

どの修繕を行うものでございます。 

 それから、下のほうの工事請負費、廃棄

物処理場雨水整備工事につきましては、予

算工事関連参考資料により、後ほど、副町

長より御説明をさせていただきます。 

 次に、１３７ページになります。 

 ５款、労働費です。 

 労働費の総額につきましては３,３２２万

５,０００円でございます。 

 １目労働諸費、１、労働対策事業の補助

金の二つ目、びほろものづくりフェスタ補

助金３０万円につきましては、昨年度より

技能士の実演と体験の場として実施されて

おりますびほろものづくりフェスタに対

し、運営費の一部を補助するものでござい

ます。 

 次に、１３９ページになります。 

 ６款、農林水産業費でございます。 

 農林水産業費の総額につきましては５億

６,０９７万４,０００円でございます。 

 この１３９ページにつきましては、昨年

度と大きな変更はございませんので、１４

１ページをお願いしたいと思います。 

 ４目の農業振興費、１、農業振興事業の

四つ目、修繕料２,０２０万円でございます

が、これにつきましては、豊幌、登栄地区

営農用水の浄水施設ろ過池のろ過材更新を

行うものでございます。 

 一つ飛びまして、業務等委託料、気象情

報配信業務委託料４３６万７,０００円でご

ざいますが、現在使用の観測機器に一部不

具合が生じていることから、５月から新シ

ステムに更新を図るものでございます。 

 補助金の一番下になります。 

 豆類運搬費用助成事業補助金８０万円の

計上でございますけれども、これにつきま

しては、豆類乾燥調製貯蔵施設が美幌から



 

－ 167 － 

大空町へ移転したことに伴う新たな運搬費

等の負担を行おうとするものでございま

す。 

 次に、１４３ページになります。 

 ６のみらい農業センター管理運営事業の

中ほどから下の機械器具７５万７,０００円

でございます。これにつきましては、育苗

用の散水装置の購入を図るための予算計上

でございます。 

 次に、１４５ページをお願いいたしま

す。 

 ３の牧野管理運営事業の修繕料１,１２７

万４,０００円の計上でございますが、これ

につきましては、監視舎前ののり面の修

繕、防雪柵の修繕、発電機の修繕などを行

うための予算計上でございます。 

 次に、６目、農地費でございます。 

 ２の道営土地改良事業、負担金ですが、

このページから１４７ページにかけての道

営土地改良事業の負担金につきましては、

後ほど、副町長より事業内容等について御

説明をさせていただきたいと思います。 

 次に、１４９ページをお願いしたいと思

います。 

 １目の林業総務費、２、林業推進事業で

ございます。消耗品費１５５万５,０００円

のうち、２２万５,０００円につきまして

は、広く木に触れる機会をつくるため、小

学校の入学祝いとして、ＦＳＣ認証材の文

房具等を贈呈するための予算２２万５,００

０円を新たに計上させていただいたところ

でございます。 

 続きまして、下のほうの補助金になりま

す。 

 町産材活用促進事業補助金１,７４０万

円、予算額については昨年度と変更ござい

ませんが、コアドライ材の補助単価を立米

当たり６万円から立米当たり１２万円と

し、その分、集成材の使用料が減少してお

ります。予算総額については１,７４０万円

で昨年度と変更はございません。 

 次に、１５１ページになります。 

 ３目の町有林管理費、１の町有林造林事

業、業務等委託料の二つ目の造林作業委託

料２,９２２万円でございます。伐採跡地の

造林の増及び枝打ちの増により予算額が増

加となっているところでございます。 

 それから、四つ下の車両３７４万８,００

０円の計上につきましては、自走式の大型

草刈り機の購入を図るための予算計上でご

ざいます。 

 次に、１５５ページになります。 

 ７款、商工費でございます。 

 商工費の総額につきましては４億６,０６

４万１,０００円でございます。 

 ２目、商工業振興費、１、商工業振興推

進事業の補助金の二つ目でございます。日

本商工会議所青年部北海道ブロック大会美

幌大会補助金５０万円でございますが、本

年１０月に開催が予定されております北海

道ブロック大会についての補助金を支出す

るものでございます。 

 その下の未来を拓く商店街若者応援事業

補助金１０万８,０００円につきましては、

連合商店会青年会が行います先進地視察及

びフォーラム開催に対し補助をするもので

ございます。 

 それから、下の４の新エネルギー導入推

進事業２１万１,０００円につきましては、

商工総務費から商工業振興費への組みかえ

を行ってございます。 

 次に、１５７ページになります。 

 ３目の観光費でございます。１の観光振

興事業の広告料８２万４,０００円のうち、

７３万５,０００円につきましては、レスト

ハウスがリニューアルオープンする広告を

予定しているところでございます。 

 それから、負担金の二つ目、美幌町観光

まちづくり協議会負担金１４０万円でござ

いますけれども、これにつきましては、美

幌町観光振興革新戦略ビジョンの取り組み

を具体化するため、昨年４月に設立されま

した協議会の運営費の一部を補助しようと

するものでございます。 
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 それから、補助金の一つ目の特産品開発

支援事業補助金１００万円の計上でござい

ます。これも新たに計上するものでござい

ますが、地域資源を活用した特産品開発を

支援するため、新規開発に係る経費の一部

を補助するものでございます。５０万円を

限度といたしまして、補助率４分の３で２

件分について計上したところでございま

す。 

 ２の観光施設維持管理事業の修繕料１,２

９８万９,０００円につきましては、峠の湯

びほろの塩素注入ポンプ、温水給湯等の循

環ポンプ等修繕が１１４万２,０００円、バ

ルブ、コントローラー、メーター等の取り

かえが１１５万５,０００円、その他施設修

繕が７９万６,０００円と、電動制御弁の取

りかえが２１５万円、床暖房用の温水ポン

プ修繕が１７４万５,０００円、チップボイ

ラーの輸送コンベヤー修繕が２００万円、

その他、一般修繕、緊急用修繕などを含め

て１,２９８万９,０００円の計上でござい

ます。 

 それから、二つ飛びまして、業務等委託

料の中の三つ目の源泉改修調査委託料１７

２万８,０００円につきましては、源泉の湯

温が低下していることからその原因につい

て調査を行うための委託料でございます。 

 それから、その下の美幌峠・レストハウ

スパノラマ画像作成委託料２１万６,０００

円につきましては、美幌峠の景色あるいは

レストハウスの施設概要をインターネット

上でパノラマ画像として閲覧可能とするた

めの委託料でございます。 

 その下の施設維持管理等委託料の６番目

でございます。 

 交流促進センター維持管理委託料１,３０

０万円につきましては、２月の臨時会で債

務負担を設定させていただきました指定管

理者に対する委託料でございます。 

 次に、１５９ページになります。 

 一番上の庁用備品１０３万２,０００円に

つきましては、峠の湯の厨房用のガスフラ

イヤー、食器洗浄機、ガス炊飯器を購入し

ようとするものでございます。 

 その下の機械器具１６７万９,０００円に

つきましても、同じく厨房用として冷蔵

庫、冷凍庫、コールドテーブル、製氷機の

購入を図ろうとするものでございます。 

 それから、三つ飛びまして、補償金３１

５万円の計上につきましても、２月の臨時

議会で債務負担の設定をさせていただいた

新指定管理者前に指定管理者が発行いたし

ました回数券が使用された場合、その入浴

原価を町が負担することといたしまして、

過去３年間の平均入浴原価３１５円の１万

枚分の使用を見込みました予算計上でござ

います。 

 次に、１６１ページになります。 

 ８款、土木費でございます。 

 土木費の総額につきましては１１億６,６

７８万１,０００円でございます。 

 ２項道路橋梁費の２目道路橋梁維持費で

ございますが、１６３ページになります。 

 １６１ページは昨年と大きな変更はござ

いませんので、１６３ページの２の道路橋

梁補修事業でございます。 

 実施設計等委託料の二つ目でございま

す。道路照明・標識調査業務委託料８００

万円の計上でございますけれども、これに

つきましては、道路標識５８基、視線誘導

標識５４基の計１１２基についての点検を

するための委託料でございます。 

 その下の工事請負費、大正橋補修工事の

工事内容につきましては、後ほど、副町長

より御説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 ３の除雪対策事業、総額で１億２,３６７

万５,０００円でございますけれども、これ

につきましては、一斉除雪６回分及び排雪

等に係る予算を計上させていただいたとこ

ろでございます。 

 次に、１６５ページになります。 

 ５の堤内排水対策事業の業務等委託料の

一番上でございます。各樋門排水ポンプ設
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置等委託料７７６万円につきましては、１

２の樋門及び開発ポンプ車それぞれ２日

間、２回分の予算計上でございます。 

 一つ飛びまして、堤防ホースブリッジ作

成委託料１８０万円でございますが、これ

につきましては、旧瑞治樋門、大西樋門、

鍋島樋門の３カ所のホースブリッジの作成

に係る委託料でございます。 

 それから、その下の樋門用資機材保管庫

設置委託料１,０８０万８,０００円の計上

でございます。後ほど出てきますけれど

も、本年は発電機８台を購入することとし

てございます。これとあわせまして、樋門

用資機材を含めその保管庫を設置するため

の委託料でございます。 

 それから、工事請負費の樋門電気設備工

事２１０万円につきましては、旧瑞治樋門

の常設電気の設備に対する工事を行おうと

するものでございます。 

 それから、その下の機械器具４,２１５万

２,０００円につきましては、日の出地区樋

門の常設ポンプ６台分と、従来はリースに

より対応を図っておりました発電機８台に

ついて購入を図ろうとするものでございま

す。 

 １５節の工事請負費につきましては、副

町長より、予算工事関係参考資料に基づ

き、後ほど説明をさせていただきたいと思

います。 

 次に、１６７ページになります。 

 ４項の都市計画費、２目、公園維持費で

ございます。１の公園維持管理事業の中の

修繕料３,０００万円の予算計上でございま

すけれども、これにつきましては、せせら

ぎ公園内の通路、階段の修繕、これは３カ

年の計画の初年度となりますが、階段の修

繕９５０万円を計上したところでございま

す。また、旧美幌中学校のグラウンドにソ

フトボール場２面を移設するため、１,２０

０万円などの予算計上でございます。 

 続きまして、業務等委託料でございま

す。 

 あおやま南公園・せせらぎ公園樹木剪定

業務委託料１００万円の計上でございます

けれども、あおやま南公園につきましては

入り口付近の樹木剪定を、それから、せせ

らぎ公園につきましては、右岸についての

剪定を行うための委託料でございます。 

 その下の柏ヶ丘公園樹木伐採業務委託料

２２６万８,０００円につきましては、柏ヶ

丘公園の野崎側の樹木の伐採を行うための

委託料として２２６万８,０００円を計上し

たところでございます。 

 その下の公園遊具点検業務委託料１００

万円の計上につきましては、２２の公園の

１１７の遊具に対し点検を行うための委託

料の計上でございます。 

 それから、実施設計等委託料の公園施設

更新実施設計委託料４００万円の計上でご

ざいますけれども、平成２９年度に予定し

ておりましたみとみ公園に係る設計が交付

金の関係で実施できなかったことから、本

年度に実施をしようとするものでございま

す。 

 その下の工事請負費、公園施設更新工事

につきましては、後ほど、副町長より御説

明をさせていただきます。 

 次に、１６９ページになります。 

 ３目の公共下水道費、１、公共下水道繰

出事業の公共下水道特別会計繰出金３億２,

２９４万２,０００円につきましては、雨水

処理に係る経費、汚水処理に係る経費、地

方債の償還金、水洗便所普及費のほか、基

準外の繰り出しを行うための予算計上でご

ざいます。 

 ５項、住宅費、１目、住宅総務費でござ

います。補助金の住宅リフォーム促進補助

金４,７１９万円につきましては、昨年同様

に１３０件分について予算の計上をさせて

いただいたところでございます。 

 次に、１７３ページになります。 

 ９款、消防費につきましては、各会計予

算参考資料により、後ほど、副町長より御

説明を申し上げます。 
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 それでは、次に、１７５ページをお願い

したいと思います。 

 １０款、教育費でございます。 

 教育費の総額につきましては１４億２１

５万９,０００円でございます。 

 １項、教育総務費、３目、教育振興費の

教育振興事業の補助金、美幌高等学校農業

科間口対策補助金１２０万円につきまして

は、農業科に町外から入学する生徒に対し

まして、１０万円を就学助成として補助し

ようとするものでございます。 

 その下の美幌高等学校教育支援事業補助

金３１７万３,０００円につきましては、美

幌高校寄宿舎報徳寮に対します運営補助金

として２５３万７,０００円を、また、生徒

確保及び間口対策のＰＲ活動に対する補助

として６３万６,０００円のトータル３１７

万３,０００円について補助をしようとする

ものでございます。 

 次に、１７７ページは、昨年度と大きな

変更点はございませんので、１７９ページ

をお願いしたいと思います。 

 ２項、小学校費、１目、学校管理費でご

ざいます。１の小学校管理事業の中の下か

ら三つ目の修繕料１,２０９万８,０００円

につきましては、まず、美幌小学校につい

ては、プレイルームの床の修繕、黒板の修

繕、あるいは遊具などの修繕を行おうとす

るものでございます。 

 東陽小学校につきましては、プールの上

屋の取りかえ、パソコン教室の床の修繕、

黒板あるいは遊具などの修繕を行おうとす

るものでございます。 

 旭小学校につきましては、プールの上屋

の取りかえ、それから、給湯器用の煙突の

改修、電気暖房の監視装置の修繕などを行

おうとするものでございます。 

 次に、１８１ページになります。 

 一番上の業務等委託料の二つ目、暗幕作

成委託料３９万７,０００円につきまして

は、今まで設置されていなかったため、旭

小学校の理科室に暗幕の設置を行うもので

ございます。 

 それから、中ほどの使用料２２４万１,０

００円でございますけれども、このうち、

８３万円につきましては、小学校３校に通

知表の作成機能あるいは指導要録、成績処

理機能などの校務支援システムの導入を図

るための予算でございます。これにより、

子供たちの育ちを教職員全体で見守り、き

め細かな指導の充実を図ろうとするための

システム使用料でございます。 

 続きまして、２目、教育振興費、１、小

学校教材整備事業、１８３ページになりま

す。 

 修繕料２８０万円につきましては、無線

ＬＡＮが整備をされていない美幌小学校、

東陽小学校に整備を図るための予算計上で

ございます。 

 庁用備品１,１９９万１,０００円につき

ましては、東陽小学校の教育用パソコン３

７台の更新と各小学校教員用のタブレット

の整備を図るための予算計上でございま

す。 

 続きまして、３目の特別支援学級費、１

の小学校特別支援学級管理事業の庁用備品

２６４万６,０００円につきましては、美幌

小学校、東陽小学校において、特別支援学

級の教室の間仕切りを行うためのパネル等

の購入費でございます。 

 ２の小学校特別支援学級振興事業の社会

保険料等、それから人夫賃等、健康診断委

託料につきましては、介助員を１３名から

１６名へと３名ふやしたことによる増額と

なっているところでございます。 

 次に、１８５ページになります。 

 ３項、中学校費、１目、学校管理費でご

ざいます。１の中学校管理事業の修繕料６

４３万１,０００円につきましては、美幌中

学校の地下タンク内のライニング施工を行

うもの、また、美幌中学校校舎の網戸の設

置などを行うための修繕料でございます。 

 それから、使用料１３７万１,０００円の

うち、５５万３,０００円につきましては、



 

－ 171 － 

小学校と同様に中学校にも校務支援システ

ムを導入することによります使用料で、増

額となっているところでございます。 

 次に、１８７ページになります。 

 ２目の教育振興費でございます。 

 １の中学校教材整備事業の中の庁用備品

６１万２,０００円につきましては、各中学

校に冷凍・冷蔵庫及び教員用のタブレット

の購入を行うための経費でございます。 

 その下の機械器具２２２万９,０００円に

つきましては、美幌中学校にピンスポット

ライト及び大型テレビの購入を図るための

予算計上でございます。 

 その下の教育備品２４８万２,０００円に

つきましては、各学校の理科教材の整備を

図るための予算計上でございます。 

 次に、１８９ページになります。 

 １８９ページは、昨年と大きな変更点は

ございませんので、１９１ページになりま

す。 

 ２目の社会教育振興費の５の芸術文化振

興事業の負担金です。二つ目の芸術文化鑑

賞事業負担金５２４万円のうち、１００万

円につきましては、町民会館オープン記念

事業として新たに計上させていただいたも

のでございます。 

 次に、３目の社会教育施設費でございま

す。１の町民会館等管理運営事業、トータ

ルで３億５３８万６,０００円の予算計上で

ございますが、これにつきましては、９月

にオープンを予定しております町民会館の

維持管理経費７カ月分を新たに計上させて

いただいております。 

 また、６番目の消耗品費でございます。

５９９万３,０００円のうち、町民会館に係

る消耗品については４３７万９,０００円を

計上させていただいたところでございま

す。 

 次に、１９３ページになります。 

 一番上の修繕料４９２万７,０００円につ

きましては、びほーるの舞台つり物装置の

移設及び舞台のサスペンション回路切りか

えボックスの修繕などを行うための予算計

上でございます。 

 それから、業務等委託料の二つ目の町民

会館改築工事監理業務委託料３２８万３,０

００円につきましては、債務負担行為に基

づきます平成３０年度分の委託料の計上で

ございます。 

 二つ飛びまして、施設維持管理等委託料

の四つ目の清掃業務委託料８７３万円の計

上でございますけれども、町民会館のオー

プンに伴い、９月以降７カ月分、約４４０

万円について増額となっているところでご

ざいます。 

 それから、一番下のエレベーター保守点

検委託料７１万３,０００円につきまして

は、オープンする町民会館に設置いたしま

すエレベーター２基の点検委託料でござい

ます。 

 それから、工事請負費、町民会館の建築

主体工事、電気設備工事、機械設備工事の

三つの工事費の計上につきましては、債務

負担行為に基づきます平成３０年度施工分

の予算計上でございます。 

 その下の町民会館改築外構工事につきま

しては、後ほど、副町長より御説明をさせ

ていただきます。 

 その下三つ、ペレットストーブ設置工

事、機械警備警報システム設置工事、電話

回線設置工事の三つの工事につきまして

は、町民会館改築に伴う工事費の計上でご

ざいます。 

 一つ飛びまして、庁用備品４,７４２万

２,０００円のうち、４,７０３万８,０００

円は、町民会館改築に伴う備品購入費の予

算計上をさせていただいております。 

 また、その下の機械器具につきまして

も、９８６万５,０００円は町民会館改築に

伴います機械器具の購入費でございます。 

 次に、１９５ページになります。 

 １９５ページ及び１９７ページは、大き

な変更がございませんので、次に、１９９

ページをお願いいたします。 
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 ６目の博物館費でございます。 

 １、博物館運営事業の工事請負費でござ

います。博物館空調機械室陸屋根防水改修

工事２０１万９,０００円につきましては、

現在、雨漏りが発生していることから、改

修を図ろうとするものでございます。 

 次に、２０１ページになります。 

 ２の博物館活動推進事業９０１万４,００

０円の計上につきましては、アイヌ文化に

関する特別展、あるいは、絵画の企画展な

どに係る経費について計上させていただい

たところでございます。 

 それから、７目の文化財保護費、１の文

化財保護事業１,５６１万３,０００円につ

きましては、道営畑総事業に伴います調査

費などに係る経費についての予算計上をさ

せていただいたところでございます。 

 次に、２０３ページになります。 

 ５項、保健体育費、１目、保健体育総務

費、１のスポーツ推進事業の補助金でござ

います。三つ目のスポーツ団体合宿事業補

助金２８２万６,０００円でございます。昨

年も来ておりますが、防衛大学校のラグビ

ー部が本町合宿を今年度も実施するという

ことで、予算については増額となってござ

います。 

 なお、防衛大学につきましては、１００

人程度で１４日間を予定していると聞いて

おります。 

 二つ飛びまして、美幌スケート協会設立

５０周年記念誌作成補助金につきまして

は、３００冊分の作成をするための３８万

円の補助金の支出となります。 

 次に、２０５ページになります。 

 ２目の体育施設費でございます。１、屋

内体育施設維持管理事業の業務等委託料で

ございます。二つ目のスポーツセンター備

品等撤去・設置業務委託料６４万２,０００

円につきましては、スポーツセンターの耐

震工事に伴いますバスケットゴール及び肖

像画などの撤去、設置の委託料でございま

す。 

 その下のスポーツセンター耐震補強工事

監理業務委託料１,５９７万４,０００円に

つきましては、耐震補強工事に係る監理業

務委託料としての予算計上でございます。 

 その下の遮光カーテン作製委託料１７６

万８,０００円につきましては、スポーツセ

ンター耐震工事に伴いまして、改修にあわ

せて遮光カーテンの更新を図ろうとするも

のでございます。 

 それから、下のほうになりますが、工事

請負費のスポーツセンター耐震補強工事２

億６,５７２万４,０００円につきまして

は、耐震基準を満たしていないことから、

耐震補強工事を行い、あわせて内装及び照

明設備等の改修を行うための工事の予算で

ございます。 

 一つ飛びまして、庁用備品２６４万９,０

００円につきましては、スポーツセンター

の耐震工事にあわせまして、テーブル、椅

子あるいはデジタル時計を購入するもの、

あわせて、トレーニングセンターの暖房３

基の更新を図ろうとするものでございま

す。 

 その下の機械器具２８９万５,０００円に

つきましては、スポーツセンターの耐震工

事にあわせまして、放送設備の更新を行う

ための予算計上でございます。 

 教育備品１３５万９,０００円につきまし

ては、トレーニングセンターのトレーニン

グ機器２台の購入を図ろうとするものでご

ざいます。 

 次に、２０７ページになります。 

 ２の屋外体育施設維持管理事業の五つ

目、消耗品費３３０万１,０００円のうち、

１２万９,０００円につきましては、新たに

設置をしますソフトボール場のベースなど

を購入するための予算措置をさせていただ

いたところでございます。 

 それから、業務等委託料、スキー場ブロ

ワーポンプ取付委託料４９万２,０００円で

ございますけれども、降雪作業用貯水池の

凍結防止ブロワーポンプの修繕、取りつけ
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を行うための委託料でございます。 

 それから、下から四つ目の庁用備品でご

ざいます。１６万４,０００円につきまして

は、新たにソフトボール場を設置する箇所

に収納庫を購入するための備品購入費でご

ざいます。 

 その下の機械器具２５９万２,０００円に

つきましては、あさひ多目的広場用のスポ

ーツトラクター１台の更新を図ろうとする

ものでございます。 

 その下の車両６４万円につきましては、

リリー山スキー場の４輪バギー、中古では

ございますけれども、四輪バギー１台の購

入を図るための予算計上でございます。 

 次に、２０９ページになります。 

 ３の体育施設整備事業、業務等委託料の

屋内多目的運動場建設工事基本設計業務委

託料５９５万７,０００円につきましては、

平成２９年度に設定しております債務負担

行為に基づく平成３０年度分の業務分とし

て計上したところでございます。 

 その下の車両１１８万５,０００円につき

ましては、クロスカントリーコース用のス

ノーモービル１台の購入を図るための予算

計上でございます。 

 ３目の学校給食センター費でございま

す。１の学校給食運営事業の賄材料費７,９

００万６,０００円のうち、７４万８,００

０円につきましては、地元食材を使ったパ

スタ２回分とあんパン２回分の材料費とし

て計上をしたところでございます。 

 ２の学校給食センター維持管理事業の修

繕料２６４万７,０００円につきましては、

調理室の蛍光灯の修繕、それから、施設内

空調管理制御盤の修繕を行おうとするもの

でございます。 

 次に、２１３ページをお願いいたしま

す。 

 １１款、公債費でございます。公債費の

総額につきましては１０億９,２６４万２,

０００円でございます。 

 １目、元金でございますけれども、町債

元金償還金として１０億２,０７９万２,０

００円を計上したところでございます。 

 なお、公債費の残高につきましては、平

成２９年度末で９２億５,２００万９,００

０円で、新年度の借入額が１２億２,１２３

万円、償還額が、今、御説明申し上げまし

た１０億２,０７９万２,０００円でござい

ますので、平成３０年度末の残高について

は９４億５,２４４万７,０００円となる見

込みでございます。 

 ２目、利子でございます。町債利子償還

金として７,１２１万４,０００円を、一時

借入金利子として５０万円を計上したとこ

ろでございます。 

 ３目の公債諸費につきましては、登録債

支払事務、手数料として１３万６,０００円

を計上したところでございます。 

 次に、２１５ページになります。 

 １２款、職員給与費の総額につきまして

は１３億１,９６６万１,０００円でござい

ます。１目、職員給与費の中の特別職給に

つきましては、町長、副町長、教育長の給

与で、その下の一般職給につきましては、

職員１６６名分の給与の措置をしたところ

でございます。 

 次に、２１７ページになります。 

 １３款、予備費につきましては、前年度

と同額の１００万円を計上したところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は１３時１５分といたします。 

午前１１時５７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 副町長。 

○副町長（平井雄二君） それでは、私か

ら、主要事業について御説明をさせていた
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だきます。 

 平成３０年度各会計予算参考資料の５９

ページをお開きいただきたいと思います。 

 ４、道営土地改良事業計画概要でありま

す。 

 まず、一つ目の畑地帯土地改良事業であ

りますが、まず、美幌豊栄地区は、区域が

野崎、美富、豊幌、登栄、駒生の一部で、

平成２４年度から平成３２年度までの継続

事業で、事業内容はＪＡが行う畑等の整備

でございます。今年度は、区画整理、暗渠

排水、客土、除礫の面整備事業を行うもの

で、平成３０年度事業費は１億１,８００万

円となっております。 

 次に、二つ目の美幌昭美地区は、区域は

昭野、美和、栄森の一部で、平成２４年度

から平成３１年度までの継続事業で、事業

内容は先ほどと同じ面整備事業でありま

す。事業費につきましては１億５３０万円

となっております。 

 次に、三つ目の稲都福梅地区でございま

す。区域は、稲美、都橋、福住、豊富、古

梅で、平成２７年度から平成３２年度まで

の継続事業で、事業内容は農道整備と面整

備であります。今年度は、農道、区画整

理、暗渠排水、客土、除礫を行うもので、

平成３０年度事業費は２億５,３８０万円と

なっております。 

 また、農業経営高度化事業、いわゆる通

年施工につきましては、本年度は該当あり

ません。 

 次に、四つ目の豊高第２地区でございま

す。区域は豊岡、高野で、平成２９年度か

ら平成３３年度までの継続事業でありま

す。今年度は、区画整理、暗渠排水、客土

を行うもので、平成３０年度事業費は１億

８,９００万円となっております。 

 最後に、五つ目の端野下右岸第２地区で

ございます。北見市が実施する畑地帯土地

改良事業であり、北見市端野町緋牛内から

本町の高野、豊岡にかけて隣接して所有し

ている農地について一帯で実施するもの

で、平成２７年度から平成３２年度までの

継続事業であります。今年度につきまして

は、美幌町分の施工はありません。 

 次に、二つ目の草地畜産基盤整備事業で

あります。 

 美幌日並地区は、区域は日並で、事業期

間は平成２９年度から平成３３年度であ

り、ＪＡびほろ所有の日並牧場の基盤整備

の継続事業でございます。今年度は、草地

整備、道路、隔障物を行うもので、平成３

０年度の事業費は６,４００万円となります

が、土地改良事業上、申請及び法手続につ

きましては美幌町が行うものであります

が、全額、受益者ＪＡ負担であり、補助金

の歳入歳出、トンネル補助予算となってお

ります。 

 平成３０年度畑地帯の事業費は６億６,６

１０万円となり、草地畜産基盤整備事業の

事業費は６,４００万円となります。 

 財源内訳につきましては、畑地帯事業の

負担割合は、国が５５％、道が２８％、地

元負担が１７％で、地元負担のうち、農家

負担が７.５％、残りを道のパワーアップ事

業と町で４.７５％ずつ負担をするもので、

平成２７年度から農業経営高度化促進事業

を実施しており、国の補助金を活用するこ

とにより道及び町の負担を一部軽減し、町

の負担総額は６億６,６１０万円のうち、約

４.６％の３,０７８万５,０００円を予定し

ております。 

 また、草地畜産基盤事業の負担割合は、

国が５０％、道が２５％、地元負担が２

５％となりますが、町負担についてはござ

いません。 

 次に、同じく参考資料の７８ページをお

開きいただきたいと思います。 

 ９、広域事務組合、美幌・津別広域事務

組合負担金の内訳であります。 

 まず、津別町との負担割合でございます

が、総務部門の議会費、監査委員費、予備

費が５０％ずつ、総務部門の一般管理費と

衛生部門の火葬場経常費が美幌町が８０.２
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１％、津別町が１９.７９％で、昨年と同じ

負担割合となっています。 

 次に、消防ですが、通信指令施設管理費

とデジタル無線施設整備事業に係る公債費

が昨年同様に５０％ずつ、消防本部費及び

通信指令業務運営費は、美幌町が７３.０

５％、津別町が２６.９５％で、昨年に比べ

美幌町の負担割合が０.２３％増加しており

ます。 

 また、美幌消防費、車両等整備に係る公

債費につきましては、美幌町が１００％の

負担でございます。 

 新年度、広域事務組合の予算合計は、一

番下の左の欄の６億４,０４６万９,０００

円で、予算合計のうち、美幌町の負担につ

きましては右下の欄に記載の５億１,３１８

万３,０００円で、対前年比６.０％の増と

なっております。 

 次に、組合の主な事業でございますが、

昭和５５年に整備しました小型動力ポンプ

つき水槽車を水槽つき消防ポンプ自動車Ⅱ

型への更新整備と、消防庁舎改築基本設

計・実施設計業務委託、また、消防団員の

資質の向上を図るため、北海道消防操法訓

練大会への出場、さらに、火葬場施設の維

持管理・修繕等がございます。 

 なお、引き続き、防火意識の向上と自主

防災組織の育成、職・団員の訓練、指導に

力を入れ、災害に強いまちづくりに努める

とともに、消防体制、救急体制の精度を上

げ、住民の安全安心に万全を期してまいり

たいと思います。 

 また、火葬場の運営でありますが、利用

者のサービス向上とより効率的な管理運営

になお一層取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 予算参考資料については以上でございま

す。 

 次に、予算工事関係参考資料をごらんい

ただきたいと思います。 

 １ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 住民活動推進事業、東町集会室改築工事

でございます。 

 東町集会室につきましては、昭和５０年

に北見林務署施設として建築され、平成５

年に町に払い下げを受けた建物であり、老

朽化が著しいことなどから、このたび改築

を行うものであります。 

 建築概要は、建築面積１７２.８５平方メ

ートル、延べ床面積１４９.０５平方メート

ル、構造は木造平家建てで、工事費は４,４

８９万６,０００円です。また、完成後、既

存集会室及び物置の解体除却を行い、駐車

場として敷地を整備する予算としまして

は、５４７万６,０００円を計上しておりま

す。 

 財源につきましては、過疎債、充当率１

００％、そのうち後年度元利償還金の７

０％が交付税措置されるものを活用した整

備をする予定でございます。 

 次に、２ページをお開きいただきたいと

思います。 

 ごみ処分場維持管理事業、廃棄物処理場

雨水整備工事でございます。 

 場所は、登栄３番地の１で、第３期埋立

地の雨水、処理水、地下水を排水している

地下雨水排水管が土砂の堆積により支障を

来していることから、不具合が生じ、それ

を解消するために平成３０年度から２カ年

の予定で整備を行うものであります。 

 新年度の工事内容は、図面左側の現在使

用している第３期埋立地と図面中央部の第

２期埋立地の間に盛り土と表示しておりま

す箇所に、約８,０００立方メートルの盛り

土を行い、第１期埋立地と第２期埋立地に

新設側溝６１３メートルを設置して、第３

期埋立地からの雨水を自然流下により放流

するもので、工事費は４,９６２万６,００

０円であります。 

 続いて、３ページをお開きいただきたい

と思います。 

 道路橋梁補修事業でございます。 

 まず、地図番号①、第７７０号道路は、
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平成２６年度から実施しております大正橋

の橋梁補修工事で、平成３０年度は、１か

ら３径間及び７径間の橋梁上部のひび割れ

補修、支承塗装、橋台、橋脚の断面修復を

予定しております。工事費は２,４７７万

７,０００円を計上しております。 

 今回の工事は、橋梁車道部より下部での

工事となりますので、片側交通規制により

実施する予定であります。 

 なお、この財源につきましては、国庫補

助金として社会資本整備総合交付金、補助

率１０分の６、補助残は過疎債、充当率１

００％、うち後年度元利償還金の７０％が

交付税措置されるものを活用した整備を行

う予定です。 

 続きまして、４ページをお開きいただき

たいと思います。 

 道路整備事業であります。 

 まず、地図番号①、第１０７号道路は、

平成２９年度からの継続路線で、大通北２

丁目の国道から東１条北２丁目、こうりん

様、手前交差点までの車道幅員６.０メート

ル、延長１７５メートルの舗装補修、排水

補修を予定しております。 

 次に、②、第１４号道路は、大通南５丁

目、国道２４０号交差点から旧給食センタ

ー前の車道幅員５.５メートル、延長１７５

メートルの舗装補修を予定しております。 

 次に、③、第３０号道路、これは排水で

すが、田中、北日本化成美幌養豚場様から

国道３３４号交差点約１２０メートル手前

までの延長４１５メートルの道路排水補修

を予定しております。この３路線を合わせ

まして３,０００万円の工事費を計上してい

るところでございます。 

 次に、④、第１２３号道路は、平成２９

年度からの継続路線で、美園地区の横山様

宅から永沢様宅までの車道幅員５.５メート

ル、歩道幅員２.５メートル、延長１８０メ

ートルの改良舗装を予定しております。工

事費は４,０８６万円を計上しております。 

 次に、⑤、第３０号道路の改良舗装であ

りますが、これは、田中、国道３３４号交

差点から村上様圃場までの車道幅員６.０メ

ートルから８.０メートル、延長３８３メー

トルの改良舗装を予定しております。工事

費は４,９９９万４,０００円を計上してお

ります。 

 次に、⑥、第８号道路、これは歩道整備

ですが、東町１丁目の美幌北炭様から三橋

南のダイソー様までの片側の歩道改良で、

歩道幅員３.０メートル、延長３６５メート

ルの改良舗装を予定しております。工事費

は２,０００万円を計上しております。 

 この６本の路線は、いずれも過疎債、充

当率１００％、うち後年度元利償還金の７

０％が交付税措置されるものを活用した整

備を予定しております。 

 続いて、５ページをお開きいただきたい

と思います。 

 道路改築事業であります。 

 図面中央の①、第２６２号道路は、平成

２８年度から改良と舗装を年次計画で実施

しているもので、今年度は、東１条南２丁

目の石原時計店様から、東１条南１丁目、

国道２４３号交差点の手前までの車道幅員

８.５メートル、歩道幅員２.５メートル、

延長２１４メートルの改良舗装を予定して

おります。工事費は６,４５２万５,０００

円を計上しております。 

 この整備は、国庫補助金としての社会資

本整備総合交付金、補助率１０分の６、補

助残は過疎債、充当率１００％、うち後年

度元利償還金の７０％が交付税措置される

ものを活用した整備を予定しております。 

 次に、６ページをお開きいただきたいと

思います。 

 公園維持管理事業であります。 

 昭和５５年に設置後、既に３７年が経過

しております図面中央部に塗り潰しで表示

している逆三角形状のひがしまち公園の複

合遊具と砂場を撤去し、複合遊具の更新を

行うものであります。工事費につきまして

は１,６３６万円を計上しております。 
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 この整備につきましても、国庫補助金と

して社会資本整備総合交付金、補助率１０

分の５、補助残は公共事業債、充当率９

０％のうち、後年度元利償還金の５０％が

交付税措置されるものを活用した整備を予

定しているところであります。 

 続きまして、７ページをお開きいただき

たいと思います。 

 町民会館等管理運営事業の町民会館改築

外構工事であります。 

 平成２８年度から実施しております町民

会館改築工事の完了に合わせて外構工事を

行う予定であります。図面左側の町道２号

が栄通で、図面下側の町道１０１号が役場

前の通りとなります。工事概要であります

が、主に駐車場造成工事や自転車ラック設

置工事などを予定しております。工事費は

１,５８３万３,０００円を計上しておりま

す。 

 駐車場でありますけれども、改築前の一

般用１１１台と身障者用２台の合計１１３

台から、造成工事によりまして、一般用が

７台ふえまして１１８台と身障者用が１台

ふえまして３台の合計８台がふえまして、

１２１台に増加する予定であります。 

 以上、主要事業について私から御説明を

申し上げました。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

○総務部長（広島 学君） それでは、引

き続き、歳入について御説明をさせていた

だきますので、予算書の２０ページ、２１

ページをお開きいただきたいと思います。 

 １款、町税につきましては、前年度から

２,６８７万１,０００円の減、総額で２１

億７,８８０万１,０００円を見込んでおり

ます。率にいたしまして１.２％の減となり

ます。 

 個人町民税につきましては、給与所得に

ついて前年並みを期待できることから、８

億４,１６１万５,０００円、４６０万８,０

００円の増を見込み、法人町民税につきま

しては、建設業の法人税割が伸びているこ

とから１億３,２２０万５,０００円、１０

０万９,０００円の増を見込んでいるところ

でございます。 

 ２項の固定資産税につきましては、３年

に一度の評価がえにより、土地の路線価及

び家屋の課税標準額の引き下げにより８億

４,４５５万２,０００円、２,０２５万円の

減を見込んだところでございます。 

 ４項の町たばこ税につきましては、売り

上げ本数が減少傾向にあることから、１億

７,１３５万３,０００円、１,１４２万２,

０００円の減を見込んでいるところでござ

います。 

 次に、２３ページになります。 

 ２款の地方譲与税につきましては、総額

で１億５,２３８万７,０００円、１,６５４

万１,０００円の増を見込んだところでござ

います。中でも自動車重量譲与税が本年度

は１億１,０８６万４,０００円ということ

で、前年より１,７１０万２,０００円の増

を見込んで予算計上したところでございま

す。 

 次に、２５ページの３款、利子割交付金

でございますけれども、道民税の利子割の

９９％について、その５分の３相当額が市

町村の個人道民税で案分され交付されるも

のでございますけれども、本年度につきま

しては、昨年度より１３７万１,０００円増

の４４７万円で計上したところでございま

す。 

 次に、４款、配当割交付金でございま

す。本年度につきましては３２４万４,００

０円を計上したところでございます。 

 次に、２９ページの５款の株式等譲渡所

得割交付金でございます。本年度４０８万

２,０００円ということで、前年度から比べ

て２６２万１,０００円の減で予算計上をし

たものでございます。 

 次に、３１ページでございます。 

 ６款の地方消費税交付金でございます。

これにつきましては、平成２９年度の決算

見込み、そして、地方財政計画を勘案いた
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しまして３,４０３万１,０００円増の３億

９,９１０万５,０００円を計上したところ

でございます。 

 消費税につきましては、平成２６年４月

より地方消費税とあわせた税率が５％から

８％へ引き上げになっておりますが、引き

上げ分の地方消費税交付金については、そ

の全額を社会保障経費に充てることとなっ

てございます。予算の参考資料の７９ペー

ジにその使途について明示をしております

ので、後ほど参考にしていただければと思

います。 

 次に、３３ページでございます。 

 ７款の自動車取得税交付金につきまして

は、自動車取得税額の９５％の１０分の７

相当額が道路延長及び面積に応じて交付さ

れるものでございますけれども、本年度は

１,１６０万２,０００円の増を見込んで、

４,１０６万３,０００円を予算計上したと

ころでございます。 

 次に、８款、国有提供施設等所在市町村

助成交付金でございます。この交付金につ

きましては、３３万６,０００円を計上させ

ていただいたところでございます。 

 次に、３７ページになります。 

 ９款の地方特例交付金につきましては、

前年度より６７万５,０００円の増を見込ん

だ７２０万５,０００円を予算計上したとこ

ろでございます。 

 続きまして、１０款、地方交付税でござ

います。地方交付税につきましては、前年

度から３,０００万円の増、３８億５,００

０万円を計上したところでございます。 

 地方交付税は、地方公共団体が全国等し

く行政サービスを提供できるように、財源

調整及び財源保障の観点から一定のルール

に基づいて国から交付される財源で、本町

の歳入全体の約４割を占めてございます。 

 地方交付税の総額については、平成２９

年度の地方財政計画の水準を下回ることが

ないよう、また、地方財政の運営に支障が

ないよう、適切な財源措置を講じる旨、国

は基本的な考え方を示しているところでご

ざいます。 

 平成３０年度の地方財政計画におきまし

ては、出口ベースで１６兆８５億円が計上

されて、前年度とほぼ同水準の総額が確保

された状況でございます。今年度につきま

しては、地方財政計画の見通しを勘案の

上、本町に交付されます地方交付税を推計

した結果、過疎債の元金償還金が始まる要

因もありまして、前年度比３,０００万円の

増で、３８億５,０００万円の予算の計上を

行ったところでございます。 

 次に、４１ページになります。 

 １１款、交通安全対策特別交付金でござ

います。前年度に比べまして２４万７,００

０円の減額で３１６万９,０００円の予算計

上を行ったところでございます。 

 次に、４３ページでございます。 

 １２款の分担金及び負担金でございま

す。総額で９,５２１万５,０００円でござ

います。主な増減理由でございますけれど

も、農業費の分担金のうち、豊高第２地区

と美幌日並地区の２地区が改良工事に着手

することから、それぞれの分担金が増とな

っているところでございます。 

 続きまして、４５ページです。 

 １３款の使用料及び手数料でございま

す。総額につきましては２億６,９７１万

７,０００円で、５０１万６,０００円の減

を見込んだところでございます。減の主な

理由といたしまして、農林水産業使用料、

農業使用料の牧場使用料について、過去の

実績に基づいた受け入れ頭数として、前年

度から２１９万７,０００円の減と見込んだ

ところでございます。あわせて、教育使用

料のスポーツセンター使用料として、スポ

ーツセンターの耐震改修工事に係る使用料

の減として、前年度から１５０万円の減を

見込んだところでございます。 

 続きまして、４７ページの２項の手数料

でございます。 

 この中で、戸籍住民基本台帳手数料が前



 

－ 179 － 

年度の交付実績見込みの減によりまして、

前年度から９８万９,０００円の減額でござ

います。また、清掃手数料、し尿処理手数

料、ごみ処理手数料について、前年度の見

込み数の減によりまして、前年度から１３

０万２,０００円の減額ということで、トー

タルとして、手数料２６８万６,０００円の

減の８,１９１万２,０００円を見込んだと

ころでございます。 

 続きまして、４９ページ、１４款の国庫

支出金でございます。総額で９億４,３８７

万９,０００円、前年度と比較をしまして１

億５４２万１,０００円の増となったところ

でございます。 

 本年度に追加となっている主な項目とい

たしましては、児童福祉費補助金の認定こ

ども園施設整備交付金１億１,４７７万１,

０００円がございます。それから、保育所

等整備交付金５,９２３万１,０００円につ

きましては、藤幼稚園の整備に伴う交付金

になります。 

 また、６目の教育費国庫補助金の教育総

務費補助金の公衆無線ＬＡＮ環境整備補助

金１８６万６,０００円につきましては、美

幌小学校、東陽小学校の無線ＬＡＮ整備に

係る補助金でございます。 

 その下の２節の小学校費補助金、理科教

育設備整備費等補助金１３０万７,０００

円、３節の中学校費補助金、同じく理科教

育設備整備費等補助金１４２万９,０００円

につきましては、小学校、中学校の理科、

算数の振興教材の整備に係る補助金でござ

います。 

 次に、５１ページの委託金につきまして

は、昨年度と大きな変更点はございませ

ん。 

 次に、５３ページ、１５款、道支出金で

ございますが、総額につきましては７億３,

７３２万３,０００円、前年度から２,１０

０万６,０００円の増となります。 

 増の内容としましては、道負担金の２

節、児童福祉費負担金のうち、子どものた

めの教育・保育給付費負担金６,１０６万

７,０００円については、大谷幼稚園が新制

度への移行に伴い、前年度から２,２７６万

３,０００円の増となります。 

 また、同じく、児童福祉費補助金のう

ち、多子世帯の保育料軽減支援事業費補助

金１４２万４,０００円につきましては、平

成２９年度より設定された補助金で、美幌

保育園、東陽保育園の多子世帯の保育料軽

減に係る道補助金となります。 

 その他、道支出金につきましては、５５

ページの総務費委託金のうち、選挙費委託

金の知事及び道議会議員選挙費委託金を除

いては大きな変更はございません。 

 続きまして、５９ページをお願いいたし

ます。 

 １６款の財産収入でございます。総額と

して３,６３６万４,０００円、前年度比で

５２７万４,０００円の減と見込みましたけ

れども、この大きな減額の要因としては、

立木売払収入が前年度から３７５万１,００

０円の減となったことから、トータルとし

て５２７万４,０００円の減で見込んだとこ

ろでございます。 

 次に、６１ページになります。 

 １７款の寄附金でございます。総額で２,

５００万８,０００円、前年度比５００万円

の減となりますが、これにつきましては、

ふるさと寄附金を前年度は３,０００万円と

見込んだところでございますけれども、本

年度は前年度等の実績を踏まえ、５００万

円減の２,５００万円で予算計上したことか

ら、この分の５００万円の減という形にな

ったところでございます。 

 次に、６３ページでございます。 

 １８款の繰入金でございます。繰入金に

つきましては、各事業費の財源に充てるた

め、それぞれの基金から繰り入れを行うも

ので、総額として４億２,２３４万６,００

０円で計上したところでございます。 

 まず、１目の財政調整基金繰入金につき

ましては、予算編成におきまして収支不足
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が生じたことから、その財源として１億４

８万２,０００円を繰り入れるものでござい

ます。 

 それから、３目の公共施設整備基金繰入

金につきましては、道路及び公園など公共

施設の整備に充てるための繰り入れでござ

います。 

 平成３０年度につきましては、消防庁舎

の改築に伴います基本設計による負担金の

増、廃棄物処理場雨水整備工事、ソフトボ

ール場移設補償等により、公共施設整備基

金繰入金が前年度に比べて大きく伸びたと

ころでございます。 

 次に、５目、ふるさとづくり基金繰入金

につきましては、国際交流事業、まちづく

り活動奨励事業、スポーツ振興事業のほ

か、ふるさと寄附金の寄附目的に合わせた

繰り入れを行おうとするものでございま

す。 

 １０目、屋内多目的運動場整備基金繰入

金につきましては、建設工事基本設計業務

委託料に係る繰り入れを行うものでござい

ます。 

 １１目の役場庁舎改築基金繰入金につき

ましては、庁舎建設設計業務委託料に係る

繰り入れを行おうとするものでございま

す。 

 最後の１２目の田子高齢者生活活動支援

及び青少年スポーツ振興基金繰入金につき

ましては、介護従事者資格取得支援事業補

助金に係る繰り入れを行うものでございま

す。 

 なお、予算説明資料の２６７ページの

「各基金等残高調」が昨日の追加補正の議

決をいただいたことによりまして変更とな

ってございますので、本日、お手元に配付

させていただきましたので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、６５ページでございます。 

 １９款の繰越金につきましては、平成２

９年度と同額の１,０００万円の予算計上を

行ったところでございます。 

 次に、６７ページ、２０款、諸収入でご

ざいますが、これにつきましては、今まで

の各費目に該当しない収入を計上するもの

で、総額として５億７３４万２,０００円と

見込んだところでございます。 

 ６９ページの５目、雑入でございますけ

れども、大きな変更点はございませんが、

昨年と比べまして、再生可能エネルギー補

助金が２,９００万円、防犯灯のＬＥＤ化調

査事業補助金８００万円などから、６,２７

５万２,０００円の減となったところでござ

います。 

 次に、７３ページ、２１款、町債でござ

います。総額で１２億２,１２３万円を見込

んだところでございます。前年度から３億

９,７１６万９,０００円の減となります

が、詳細につきましては、第３表の地方債

で御説明をさせていただきましたので、省

略させていただきたいと思います。 

 以上、平成３０年度の一般会計予算につ

きまして御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は１４時５分といたします。 

午後 １時５４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時０５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の２３２

ページをお開き願います。 

 議案第５１号平成３０年度美幌町国民健

康保険特別会計予算について御説明いたし

ます。 

 平成３０年度予算につきましては、制度

改正によりまして都道府県が財政運営の責

任主体となり、市町村とともに保険者とな

ります。このことに伴い、北海道に国民健



 

－ 181 － 

康保険事業費納付金を納付し、保険給付に

必要な費用の全額の交付を受けることか

ら、予算科目の新設、廃止等により、前年

度と比較し予算額が大きく変動しておりま

すが、給付及び保健事業の内容につきまし

ては大きな変更はございません。 

 それでは、別冊の予算書の２８１ページ

をお開き願います。 

 平成３０年度美幌町の国民健康保険特別

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２６億７,５６０万４,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３１０、３１１ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款、総務費、１項、総務管理費、１

目、一般管理費の８,５５５万円の主なもの

としては、職員９名分の人件費及びレセプ

ト点検などの臨時職員２名の賃金と電算シ

ステム等の事務費でございます。 

 ２目、連合会負担金は、都道府県単位化

に伴う国保事業状況報告、国保情報集約管

理提携業務システムに対する負担金の増に

より、前年度対比１０８万１,０００円増の

２３７万９,０００円でございます。 

 一番下の２項、徴税費、１９３万円につ

きましては、次の３１２、３１３ページを

お開き願います。 

 国民健康保険税の賦課徴収に係る経費等

でございます。 

 ３項、運営協議会費につきましては、国

民健康保険運営協議会委員報酬でありま

す。 

 ４項、趣旨普及費４８万９,０００円の主

なものは、国保制度改正周知用及びジェネ

リック使用啓発用パンフレットでありま

す。 

 ３１４、３１５ページをお開き願いま

す。 

 ２款、保険給付費、１項、療養諸費、１

目、一般被保険者療養給付費につきまして

は、過去の受診件数、療養給付費の実績を

推計いたしまして、１５億１,１６０万４,

０００円を見込んでおります。 

 その下の２目、退職被保険者等療養給付

費につきましては、６０歳以上６５歳未満

の厚生年金などの老齢年金受給者の給付費

で、平成２６年度に制度廃止となっており

ますが、既に加入していた者の６５歳まで

の給付費であります。加入者の減、過去の

療養給付費の実績を推計し、前年度対比２,

６３３万８,０００円減の２,２８０万円を

見込んでおります。 

 ３目、一般被保険者療養費１,００４万

１,０００円、４目、退職被保険者等療養費

３５万３,０００円につきましても、過去の

受診件数、療養費の実績を推計し見込んで

おります。 

 ５目、審査支払手数料につきましては、

療養給付費、療養費の審査支払い事務に要

する経費でございます。 

 ２項、高額療養費、１目、一般被保険者

高額療養費２億２,５０９万７,０００円で

ありますが、過去の実績を推計し、高額医

療に係る医療費の増加を見込みまして、前

年度対比４５４万４,０００円の増額となっ

ております。 

 次に、３１６、３１７ページをお開き願

います。 

 ２目、退職被保険者等高額療養費４２４

万９,０００円につきましては、加入者の

減、過去の実績を勘案しまして、対前年度

比８１１万７,０００円の減額を見込んでお

ります。 

 ３目、一般被保険者高額合算療養費、４

目、退職被保険者等高額合算療養費につき

ましては、同じ世帯で医療費と介護サービ

ス費の両方の負担があり、合算した年間の

負担額が規定の自己負担額を超えた場合の

経費であります。 
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 ３項、移送費につきましては、移動が困

難な被保険者が医師の指示により緊急的な

必要性がある場合に要する経費でありま

す。 

 ４項、出産育児諸費は、過去の実績によ

り、前年度より９名減の２６名分の出産育

児一時金を計上しております。 

 一番下の５項、葬祭諸費につきまして

も、過去の実績により前年度より５名減の

４０名分の葬祭費を見込んでおります。 

 次に、３２０、３２１ページをお開き願

います。 

 ３款、国民健康保険事業費納付金７億７,

１５９万７,０００円につきましては、制度

改正に伴い、本町の医療費及び所得水準に

基づき、北海道から示された国民健康保険

事業費納付金を計上しております。 

 内訳につきましては、１項、医療給付費

で、一般及び退職被保険者等の医療給付費

分として５億４,７４４万１,０００円、２

項、後期高齢者支援金で、一般及び退職被

保険者等の後期高齢者支援金分として１億

５,９６２万４,０００円、３項、介護納付

金で介護保険納付金分６,４５３万２,００

０円でございます。 

 ３２２、３２３ページをお開き願いま

す。 

 ４款、共同事業拠出金につきましては、

国保連合会が行う年金等受給者一覧表作成

に係る負担金でございます。 

 高額医療費拠出金及び保険財政共同安定

化事業拠出金につきましては、都道府県単

位化に伴う事業の廃止により廃目でござい

ます。 

 次に、３２４、３２５ページをお開き願

います。 

 ５款、保健事業費、１項、保健事業費に

つきましては、生活習慣病予防や保健増進

などの健康に関する保健教室や講習会の開

催、がん検診、脳ドック検診、個別予防接

種等に係る事業費並びに事務費でありま

す。 

 制度改正に伴い、保健事業費は保険税で

担うことから負担区分の見直しを行い、国

保会計が負担すべき経費を特別交付金の対

象となるがん検診負担金、個別予防接種負

担金とし、前年度まで加入割合で国保会計

が負担していた脳ドック、エキノコックス

症検査、肝炎ウイルス検査及び運動指導業

務経費を一般会計の負担としたことから、

対前年度比１,５７２万８,０００円の減額

となっております。 

 ２項、特定健康診査等事業費につきまし

ては、医療費増大の要因の一つであるメタ

ボリックシンドロームを予防し、生活習慣

病の重症化を防ぐことを目的に、４０歳か

ら７４歳までを対象に生活改善を指導する

ための健康診査、保健指導に係る経費でご

ざいます。 

 次の３２８ページ以降につきましては、

前年度と大きな変更はございません。 

 また、制度改正に伴い、後期高齢者支援

金等、前期高齢者納付金等、介護納付金が

廃款となっております。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、２

９０ページ、２９１ページをお開き願いま

す。 

 ２、歳入。 

 １款、国民健康保険税は、総額５億５,５

５６万５,０００円で、前年度対比で３,７

３５万１,０００円の減額であります。主な

要因は、被保険者数の減少及び農業営業所

得の減によるものであります。 

 次に、２９２、２９３ページをお開き願

います。 

 ２款、道支出金１８億３,４６４万８,０

００円は、制度改正に伴い、北海道から交

付される保険給付費に要する保険給付費等

普通交付金１７億９,１１９万５,０００円

と予防・健康づくりに取り組む保険者に対

する保険者努力支援金及び特別調整交付金

などの保険給付費等特別交付金４,３４５万

３,０００円を計上しております。 
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 制度改正に伴い、北海道からの高額医療

費共同事業負担金、財政調整交付金等は廃

目となります。 

 次に、２９４ページ、２９５ページをお

開き願います。 

 ３款、財産収入は、国民健康保険基金の

利子等でございます。 

 次に、２９６ページ、２９７ページをお

開き願います。 

 ４款、繰入金、１項、他会計繰入金、１

目、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金

軽減分７,９４２万４,０００円につきまし

ては、保険税の負担能力が低い低所得者等

に係る保険税軽減分について、一般会計で

収入される北海道負担分４分の３と美幌町

負担分４分の１を繰り入れるものでありま

す。 

 その下の保険基盤安定繰入金支援分４,６

８８万３,０００円につきましては、保険税

の軽減対象となった低所得者数に応じた平

均保険税の一定割合について、一般会計に

収入される国負担分２分の１と北海道負担

分４分の１と、町負担４分の１を繰り入れ

るものであります。 

 その下の事務費等繰入金８,５８３万円に

つきましては、国保事業の運営に要する職

員９名分の人件費及びレセプト点検などの

臨時職員賃金と電算システム等の事務費を

繰り入れるものであります。 

 その下、出産育児一時金等繰入金７２８

万円につきましては、出産育児一時金の３

分の２を繰り入れるものであります。 

 その下、財政安定化支援事業繰入金１,５

０６万円につきましては、普通交付税措置

される国保財政安定化支援分を繰り入れる

ものであります。 

 その下、その他一般会計繰入金４２１万

２,０００円につきましては、地方単独事業

の医療費に係る減額調整分を繰り入れるも

のであります。 

 ２項、基金繰入金４,３４３万円につきま

しては、国民健康保険事業費納付金の収入

不足を補塡するために国民健康保険基金よ

り繰り入れるものであります。なお、この

繰り入れの結果、平成３０年度末の基金残

高は１億２,２８６万６,０００円の見込み

であります。 

 ２９８ページ、５款、繰越金以降につき

ましては、前年度と大きな変更はございま

せん。 

 また、制度改正に伴い、国庫支出金、療

養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共

同事業交付金が廃款となっております。 

 国民健康保険特別会計は以上でございま

す。 

 続きまして、議案の２３３ページをお開

き願います。 

 議案第５２号平成３０年度美幌町後期高

齢者医療特別会計予算について御説明申し

上げます。 

 別冊の予算書３５１ページをお開き願い

ます。 

 平成３０年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ３億６９万５,０００円と定め

る。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３６８、３６９ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款、総務費、１項、総務管理費９９１

万６,０００円の主なものにつきましては、

職員１名分の人件費と電算システム等の事

務費であります。制度改正に伴い、平成３

１年度に廃止となる被用者保険の被扶養者

であった被保険者に対する特例措置廃止対

応プログラム改修委託料７０万２,０００円

を計上しております。 

 その他につきましては、前年度と大きく

変わりありません。 
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 ２項、徴収費３２万１,０００円につきま

しては、保険料の徴収に係る経費でありま

す。 

 ３７０ページ、３７１ページをお開き願

います。 

 ２款、後期高齢者医療広域連合納付金２

億８,９９９万８,０００円につきまして

は、システム機器更新に伴い、事務費負担

金が３５７万９,０００円の増、被保険者の

増加に伴う保険料の増により保険料等負担

金が１,７６１万４,０００円の増となって

おります。 

 次の３７２ページ以降の３款、諸支出

金、４款、予備費については、前年度と変

更はございません。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたします。 

 ３５８、３５９ページをお開き願いま

す。 

 ２、歳入でありますが、後期高齢者の医

療費等は、患者の自己負担額を除き、約５

割を公費負担、約４割を現役世代の医療保

険が支援金として負担し、残りの１割を後

期高齢者の保険料で賄っております。公費

負担の割合は、国が４、北海道が１、美幌

町が１の割合であります。 

 １款、後期高齢者医療保険料１億９,４２

８万１,０００円につきましては、被保険者

の増及び保険料特例軽減の見直し等によ

り、前年度対比９１４万５,０００円の増額

を見込んでおります。 

 次に、３６０、３６１ページをお開き願

います。 

 ２款、国庫支出金、高齢者医療制度円滑

運営事業費補助金７０万２,０００円につき

ましては、保険料の特例措置見直しに伴う

プログラム改修費用の全額が補助されるも

のでございます。 

 次に、３６２、３６３ページをお開き願

います。 

 ３款、繰入金、１項、一般会計繰入金、

１目、事務費繰入金２,０３９万３,０００

円については、広域連合への事務費負担金

と職員１名分の人件費、事務費の繰入金で

あります。 

 その下、２目、保険基盤安定繰入金８,４

８６万５,０００円につきましては、保険料

の低所得者に対する７割、５割、２割の政

令本則の軽減分について、一般会計で収入

される４分の３の北海道負担金に美幌町負

担分４分の１を加えた繰入金で、前年度対

比８４６万９,０００円の増額となります。 

 ３６４ページの４款、繰越金以降につき

ましては、前年度と変更はございません。 

 後期高齢者医療特別会計は以上でござい

ます。 

 続きまして、議案書の２３４ページでご

ざいます。 

 議案第５３号平成３０年度美幌町介護保

険特別会計予算について御説明申し上げま

す。 

 それでは、別冊の予算書の３８３ページ

をお開き願います。 

 平成３０年度美幌町の介護保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１８億９４６万５,０００円と定

める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ４０８、４０９ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款、総務費、１項、総務管理費３,０５

２万円の主なものについては、職員４名分

の人件費と電算システム等の事務費であり

ます。高額医療介護合算サービス費等の見

直しに伴い、介護保険制度改正対応プログ

ラム改修委託料２７２万２,０００円を計上

しております。その他につきましては、前

年度と大きく変わりありません。 

 その下の２項、徴収費４６万６,０００円

につきましては、介護保険料の賦課徴収に
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係る経費であります。 

 ３項、介護認定審査会費につきまして

は、介護認定審査会の運営に係る経費６３

２万９,０００円と、次の４１０、４１１ペ

ージの介護認定調査に係る臨時職員賃金及

び訪問調査委託料の経費１,２０６万６,０

００円を計上しております。 

 ４１２、４１３ページをお開き願いま

す。 

 ２款、保険給付費、１項、介護サービス

等諸費、１目、居宅介護サービス給付費８

億８,６３４万９,０００円につきまして

は、通所介護、通所リハビリ等の利用日数

の減により、前年度より５,２２０万１,０

００円の減額でございます。 

 その下の２目、施設介護サービス給付費

５億８,２６０万５,０００円につきまして

は、居住地特例利用者の増等により、前年

度より７,０２４万２,０００円の増額であ

ります。 

 中段の２項、介護予防サービス等諸費５,

５２９万円につきましては、軽度認定者、

要支援１、２が利用する訪問介護及び通所

介護について、地域支援事業への移行によ

り、前年度より６９２万７,０００円の減額

であります。 

 一番下の３項、高額介護サービス等費３,

７８８万８,０００円につきましては、自己

負担の合計額が一定の額を超えた場合の利

用者への払い戻しで、実績見込みにより前

年度より５３８万１,０００円の増額であり

ます。 

 ４１４、４１５ページをお開き願いま

す。 

 ４項、高額医療合算介護サービス等費５

９７万８,０００円につきましても、実績見

込みにより前年度より１３３万７,０００円

の増額であります。 

 その下の５項、特定入所者介護サービス

等費７,７２５万７,０００円につきまして

は、平成１７年１０月から施設サービス利

用に係る食費、居住費並びに短期入所生活

介護及び短期入所療養介護の利用に関する

食費、居住費が保険給付の対象外となった

ため、低所得者の利用者に対し、施設の設

定金額と所得段階ごとに設けられた負担限

度額との差を給付する制度であります。補

足給付の制度改正に伴う低所得対象者の減

により、前年度より１,４４６万６,０００

円の減額であります。 

 ６項、その他諸費１６４万８,０００円に

つきましては、実績見込みにより７万８,０

００円の減額となっております。 

 ４１６、４１７ページをお開き願いま

す。 

 ３款、地域支援事業費、１項、介護予

防・日常生活支援総合事業、１目、介護予

防・生活支援サービス事業費５,１０５万

７,０００円につきましては、制度改正に伴

い、平成２９年４月から予防給付事業とし

て実施していた要支援１、２及び事業対象

者が利用する訪問介護、通所介護、介護予

防ケアマネジメント等の費用で、利用者の

意向により前年度より２,８０３万４,００

０円の増でございます。 

 ２目、一般介護予防事業費につきまして

は、生活習慣病の予防、介護予防等に係る

経費で、前年度と大きく変わりありませ

ん。 

 ２項、包括的支援事業費・任意事業費、

１目、包括的支援事業費３,５２１万５,０

００円の主なものは、地域包括支援センタ

ー運営委託料３,３０９万６,０００円と次

の４１８、４１９ページの生活支援・介護

予防体制整備推進協議体に係る生活支援体

制整備事業経費８５万４,０００円と平成３

０年度からスタートする認知症初期集中支

援チーム委託料９９万４,０００円でありま

す。 

 前のページにありました地域包括支援セ

ンター委託料につきましては、相談件数の

増加に伴い職員数を５名から６名に、５年

に一度の地域包括支援センターシステムの

更新及びセンター運営に係る経費の増によ
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り、前年度より８８７万４,０００円の増で

ございます。 

 ２目、任意事業費１,６５４万６,０００

円につきましては、認知症高齢者見守り事

業、非課税世帯への紙おむつ支給事業、成

年後見制度利用者支援事業、在宅高齢者配

食事業、シルバーハウジング事業等の経費

でございます。 

 次ページ以降の４款、基金積立金、６

款、予備費につきましては、前年度から大

きな変更はございませんが、４２２、４２

３ページの５款、諸支出金につきまして

は、実績見込みにより、過年度における第

１号被保険者保険料還付金を２０万円増額

しております。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

９０、３９１ページをお開き願います。 

 １款、保険料、１目、第１号被保険者介

護保険料３億６,７７９万１,０００円につ

きましては、平成３０年度から平成３２年

度までの第７期介護保険料事業計画に基づ

いて、３年間の介護保険事業量を見込み、

それに伴う第１号被保険者の保険料２３％

分として普通徴収分、特別徴収分を計上し

ております。 

 ３９２、３９３ページをお開き願いま

す。 

 ２款、分担金及び負担金、１項、負担

金、１目、認定審査会負担金３１３万８,０

００円は、美幌地域３町介護認定審査会の

経費を、高齢者人口及び審査件数等によ

り、津別町２３.７％、大空町２６.３

５％、美幌町４９.９５％に按分し、津別

町、大空町からの負担金であります。 

 ２目、利用者負担金につきましては、シ

ルバーハウジング入居者負担金でございま

す。 

 ３９４、３９５ページをお開き願いま

す。 

 ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、

１目、介護給付費負担金３億２７万５,００

０円につきましては、居宅介護サービス費

２０％、施設介護サービス費１５％の国庫

負担分でございます。 

 その下、２項、国庫補助金、１目、調整

交付金につきましては、高齢者の割合と所

得水準の格差を調整するための交付金で、

給付費総額の７.５１％、１億２,３６９万

１,０００円を見込んでおります。 

 なお、調整交付金の年齢区分につきまし

ては、現行の６５歳から７４歳と７５歳以

上の２区分から、６５歳から７４歳、７５

歳から８４歳、８５歳以上の３区分に細分

化され、激変緩和措置として３年間は２区

分と３区分を２分の１ずつ組み合わせるこ

ととなっております。 

 ３項、地域支援事業交付金、１目、介護

予防・日常生活支援総合事業交付金８０１

万９,０００円につきましては、対象事業費

の２５％が、２目、包括的支援事業・任意

事業交付金１,２２６万円につきましては、

対象事業費の３９％が交付されるものでご

ざいます。 

 ３９６、３９７ページをお開き願いま

す。 

 ４款、支払基金交付金４億５,３３５万

４,０００円につきましては、支払基金が負

担する２７％分の交付金として介護給付費

交付金４億４,４６９万４,０００円と地域

支援事業交付金８６６万円であります。 

 次に、３９８、３９９ページをお開き願

います。 

 ５款、道支出金、１項、道負担金２億３,

５００万８,０００円につきましては、居宅

介護サービス費１２.５％、施設介護サービ

ス費１７.５％の北海道負担分でございま

す。 

 ２項、地域支援事業交付金、１目、介護

予防・日常生活支援総合事業交付金４００

万９,０００円につきましては、１２.５％

の北海道負担分でございます。 

 ２目、包括的支援事業・任意事業交付金

６１３万円につきましては、１９.５％の北
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海道負担金であります。 

 ４００、４０１ページをお開き願いま

す。 

 ６款、財産収入は介護保険基金の利子で

ございます。 

 次の４０２ページ、４０３ページをお開

き願います。 

 ７款、繰入金、１項、一般会計繰入金、

１目、介護給付費繰入金２億５８７万７,０

００円につきましては、各種介護サービス

費に対する１２.５％の町負担分でございま

す。 

 ２目、地域支援事業繰入金３,６６３万

１,０００円につきましては、介護予防・日

常生活支援総合事業分が１２.５％の４００

万９,０００円。包括的支援事業・任意事業

分が１９.５％の６１３万円と、２,６４９

万２,０００円の町単独負担分であります。 

 ３目、低所得者保険料軽減繰入金は、第

１号被保険者の第１階層の軽減分につい

て、一般会計で収入される２分の１の国庫

負担金と４分の１の北海道負担分に、町負

担分４分の１を加えた３８５万９,０００円

であります。 

 ４目、その他一般会計繰入金４,６２３万

円につきましては、職員４名分の人件費、

その他事務費の繰り入れであります。 

 ２項、基金繰入金３００万円につきまし

ては、歳入の不足分を介護保険基金から繰

り入れするものであります。 

 なお、平成３０年度末基金残高は６８３

万８,０００円の見込みであります。 

 以降につきましては、前年度と大きな変

更はございません。 

 介護保険特別会計は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 予算書の

４３５ページをお開き願います。 

 議案第５４号平成３０年度美幌町公共下

水道特別会計予算についてを御説明申し上

げます。 

 平成３０年度美幌町の公共下水道特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１０億６,５６５万５,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げます。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により、起こすことができる地方債に

つきましては、第２表、地方債で御説明申

し上げます。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借り入れ限度

額は６億円と定める。 

 次に、４３８ページをお開き願います。 

 第２表、地方債であります。 

 初めに、公共下水道事業の限度額１億３

３０万円で、この内訳は、工事監理や実施

設計、価格調査などの業務委託４件と、終

末処理場の機械、電気の更新工事が２件、

下水道長寿命化管渠更新が１件、公共汚水

ます設置工事が１件の計８件の事業費から

補助金を差し引いた額を公共下水道事業債

で借り入れするもので、起債充当率は１０

０％であります。 

 業務委託の内容は、後ほど、事項別明細

で、工事の内容は工事関係参考資料で御説

明申し上げます。 

 その下、下水道資本費平準化債の限度額

８,９１０万円は、施設整備に投資した起債

償還額を耐用年数に沿って平準化し、単年

度の負担軽減を図る目的で借り入れするも

のであります。 

 その下、公共下水道事業特別措置分の限

度額２,３４０万円は、平成１８年度に繰り

出し基準見直しで交付税措置される事業費

補正が、元利償還金の７０％から６０％に

減額されたことに伴い、その差の分が特別

措置分として起債発行が認められているも
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のであります。起債限度額の合計は２億１,

５８０万円で、起債の方法、利率、償還の

方法は記載のとおりであります。 

 次に、歳出から御説明いたしますので、

４５６、４５７ページをお開きください。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目、一般管理費７,７０５

万９,０００円は、職員４名分の人件費と事

務経費を計上しております。 

 中ほど、使用料収納事務委託料２,４８１

万３,０００円は、下水道使用料の賦課徴収

業務を水道事業に委託しておりますので、

その事務経費を水道事業会計に支払うもの

であります。 

 その下、負担金の上から６行目の水道事

業会計負担金４０２万３,０００円は、下水

道の排水設備の新設や改造の受付と検定を

水道事業に委託しておりますので、その経

費を水道事業会計に支払うものでありま

す。 

 公課費１,６８１万６,０００円は消費税

を計上しております。 

 次に、２目、維持管理費２億４,６６２万

３,０００円は、処理場施設の維持管理と下

水道管渠の維持管理費用を計上しておりま

す。 

 １、終末処理場維持管理事業の光熱水費

３,２６０万円は、処理場と５カ所のマンホ

ールポンプ場で使用する電気料と水道使用

料であります。 

 その下、修繕料３,７１３万８,０００円

は処理場の機器類の修繕で、平成３０年度

は、２３の機器のオーバーホールなどを行

うもので、昨年より６９万２,０００円の増

となっております。 

 このページの最後の行、産業廃棄物処理

委託料１,３３３万８,０００円は、下水処

理後の脱水汚泥の処理費用を計上しており

ます。 

 次に、４５８、４５９ページをお開き願

います。 

 上から２行目、１億３,３５９万６,００

０円は、処理場の維持管理業務の委託費用

であります。 

 その下の２、公共下水道管渠維持管理事

業費の修繕料１,０００万円は、道路上のマ

ンホールの修繕や公共汚水ますでの段差に

よるつまずきや車両破損事故防止のため、

公共汚水ますの切り下げを行うための修繕

料で、全体で１０８カ所分を計上しており

ます。 

 二つ下、管渠清掃委託料５４０万円は、

三橋町１丁目、２丁目地区の汚水管６,７０

０メートルの清掃を予定しております。 

 次に、３目、建設費２億４,４９７万１,

０００円は、下水道施設の設備などの更新

工事費用で、前年に比較して６,４００万

９,０００円の減は、主に終末処理場水処理

施設機械及び電気設備更新工事の減による

ものであります。 

 業務等委託料の下水道ストックマネジメ

ント計画策定委託料２,０００万円は、下水

道施設について、平成２９年度に策定した

下水道ストックマネジメント基本計画に基

づき、点検調査の実施、修繕・改築計画の

策定までを行おうとするものであります。 

 その下、終末処理場電気設備資材価格調

査業務委託料４００万円は、終末処理場自

家発電設備に係る価格調査を行うものであ

ります。 

 その下、下水道管渠資材価格調査業務委

託料２００万円は、管渠更新に係る管渠構

成資材の価格調査を行うためのものであり

ます。 

 その下、終末処理場自家発電設備実施設

計委託料５００万円は、昭和５６年に整備

し、３６年が経過した自家用発電設備の更

新工事を行うための実施設計を委託するも

のであります。 

 その下、工事請負費、公共汚水桝設置工

事４４０万円は、１１カ所分の工事を見込

んでおります。 

 その下、終末処理場水処理施設機械設備

更新工事３,７００万円と同電気設備更新工
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事８,３００万円、下水道長寿命化計画管渠

更新工事７,２００万円、消防庁舎改築事業

下水道布設替工事１,０００万円の内容につ

きましては、後ほど、予算工事関係参考資

料で御説明申し上げます。 

 次に、４６０、４６１ページは、公共下

水道事業債の元金及び利子の償還金、次の

４６２、４６３ページは、予備費を計上し

ております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４４２、４４３ページにお戻り願い

ます。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目、下水道受益者負担金

等は、新たに下水道区域となった際に５年

間の分割で納付していただくもので、現在

納付中の８件と新規で１件を見込んだ１４

２万６,０００円を計上しております。 

 その下、２目、一般会計負担金２,５８３

万６,０００円は、し尿処理を下水終末処理

場で受け入れていることから、処理経費を

一般会計に求めるものであります。 

 その下、３目、個別排水処理特別会計負

担金１９４万７,０００円は、個別排水処理

会計の事務を下水道事業で行っていること

から、人件費の４０％相当分の負担を求め

るものであります。 

 その下、４目、広域事務組合会計負担金

１,０００万円は、消防庁舎改築事業に係る

下水道布設替工事の負担を求めるものであ

ります。 

 次に、４４４、４４５ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目、下水道使用料３億６,

６１３万６,０００円は、現年度分３億６,

３６３万円と過年度分２５０万６,０００円

を見込んでおります。 

 次に、４４６、４４７ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目、公共下水道費国庫補

助金１億２,１００万円でありますが、この

内訳につきましては、工事監理や実施設

計、価格調査などの業務委託などに係る補

助金が５業務、補助率１０分の５で１,９０

０万円、終末処理場の機械、電気の更新工

事に係る補助金が２工事、補助率１０分の

５.５で６,６００万円、下水道長寿命化管

渠更新工事に係る補助金が１工事で補助率

１０分の５で３,６００万円、合わせて１億

２,１００万円を見込んでおります。 

 次に、４４８、４４９ページをお開き願

います。 

 ４款、１項、１目、一般会計繰入金３億

２,２９４万２,０００円は、法で定められ

ている基準内繰り入れ３億１,３６９万８,

０００円を含む一般会計からの繰入金であ

ります。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明は省略させていただきまし

て、４５４、４５５ページの７款、町債に

つきましては、第２表、地方債で御説明い

たしましたので、こちらについても省略を

させていただきます。 

 続きまして、後ろについている予算工事

関係参考資料について御説明いたします。 

 別とじになっております図面の８ページ

をお開き願いたいと思います。 

 公共下水道建設事業（処理場）でありま

す。 

 昭和４８年の下水道整備着手から４４年

が経過し、施設の老朽化が進んでいること

から、下水道長寿命化計画のもと、平成２

５年から終末処理場の水処理施設の機械・

電気設備の更新工事を行っているところで

あります。 

 一般平面図の下側で、太線で囲っている

箇所が平成３０年度の施工箇所でありま

す。終末処理場水処理施設の反応タンク、

最終沈殿池の機械設備、水処理の電気設備

の更新工事を行うもので、機械設備更新工

事３,７００万円、電気設備更新工事８,３

００万円を計上しております。 

 この整備は、国庫補助金として社会資本

整備総合交付金、補助率５５％、補助残は
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公営企業債、充当率１００％で整備を行う

予定としております。 

 続いて、９ページをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（管渠）でありま

す。 

 工事概要は、管渠更新３７５.１３メート

ルとマンホールふたの取りかえが９０カ所

であります。 

 管渠更新は、設置から既に３９年あるい

は４０年が経過した管渠の更新工事であ

り、図面①から④は、新町３丁目、Ａ－１

ビル様交差点から西側に行き、駅前から民

宿おがた様までの１５８.３４メートルで

す。図面⑤は中家自動車硝子様付近の２１.

９１メートル、⑥は９時歯科様付近の３７.

７３メートル、⑦から⑧は鬼丸様宅から小

野寺様宅までの５４.４０メートル、⑨は竹

川印刷様付近の５０.９メートル、⑩は安倍

養蜂店様付近の５１.８５メートルで、合計

３７５.１３メートルであります。⑩のみ管

渠にたるみを生じていることから、開削に

よる布設がえを予定しております。 

 この整備は、国庫補助金として社会資本

整備総合交付金、補助率５０％、補助残は

公営企業債、充当率１００％で整備を予定

しております。 

 続いて、１０ページをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（管渠）でありま

す。 

 工事内容につきましては、消防庁舎改築

事業に伴う管渠の移設に伴う布施がえ工事

であり、管種はリブ付硬質塩化ビニール

管。管径２００ミリ、延長は６２.２メート

ルであります。この整備は、広域事務組合

負担金を充当して整備を行うものでありま

す。 

 続きまして、予算書の４７３ページをお

願いいたします。議案書では２３６ページ

になります。 

 議案第５５号平成３０年度美幌町個別排

水処理特別会計予算についてであります。 

 平成３０年度美幌町の個別排水処理特別

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１億１６９万８,０００円と定め

る。 

 第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げます。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により、起こすことができる地方債に

つきましては、第２表、地方債で御説明申

し上げます。 

 一時借入金。 

 地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れ限度額は１,０

００万円と定める。 

 次に、４７６ページをお開き願います。 

 地方債であります。 

 個別排水処理施設整備事業の限度額３,３

４０万円であります。今年度は、１０戸の

設置を予定しておりまして、下水道債と辺

地債及び過疎債を併用いたします。 

 次に、歳出から御説明申し上げますの

で、４９２、４９３ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目、一般管理費２６１万

６,０００円は、個別排水処理に係る事務経

費を計上しており、前年に比較して３４万

５,０００円の減は、昨年まで個別排水処理

特別会計で計上しておりました電算処理業

務委託料の減及び公共下水道特別会計負担

金の減によるものであります。 

 この公共下水道特別会計負担金１９４万

７,０００円は、公共下水道会計職員が個別

排水処理の事務を担当していることから、

人件費の４０％を公共下水道特別会計に支

払うものであります。 

 次に、２目、維持管理費３,１９９万７,

０００円は、現在設置されている個別排水

処理施設３０４基の維持管理に係る費用

で、前年に比較して２３１万２,０００円の
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増は、平成２９年度設置の浄化槽の維持管

理がふえたことによるものであります。 

 修繕料５５９万１,０００円は、浄化槽ポ

ンプの空気調整弁交換やろ材入れかえ、ブ

ロアポンプなどの修繕を行う費用で、その

下、手数料４８５万５,０００円は、浄化槽

法による水質検査手数料と汚泥処理手数料

であります。 

 その下、施設保守点検委託料８１５万８,

０００円は、浄化槽法による年３回の保守

点検委託料であります。 

 その下、清掃業務委託料１,３３９万３,

０００円は、浄化槽内の汚泥くみ取り、洗

浄を行うものであります。 

 ３目、建設費３,５７２万１,０００円は

個別浄化槽設置工事費用で、平成３０年度

は、５人槽４戸、７人槽４戸、１０人槽２

戸の計１０戸分を予定しております。 

 次に、４９４、４９５ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目、個別排水処理事業元

金償還金２,３５０万７,０００円、その

下、利子償還金７８４万７,０００円は、平

成２９年度までに借り入れしました起債の

元金と利子償還であります。 

 次の４９６、４９７ページには予備費を

計上しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４８２、４８３ページにお戻り願い

ます。 

 ２款、１項、１目、個別排水処理施設使

用料２,０９６万８,０００円は、平成２９

年度までに設置しました３０４戸と平成３

０年度に予定している１０戸分の使用料で

あります。 

 次に、４８４、４８５ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目、一般会計繰入金４,５

５０万７,０００円は、法で定められている

基準内繰り入れ２,１９４万６,０００円を

含む一般会計からの繰入金であります。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明及び４９０、４９１ページの

６款、町債につきましては、地方債で説明

させていただきましたので、省略させてい

ただきます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は１５時５分とします。 

午後 ２時５５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時０５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案書は

２３７ページになります。 

 議案第５６号平成３０年度美幌町水道事

業会計予算についてを御説明申し上げま

す。 

 予算書につきましては５０３ページをお

開き願います。 

 総則。 

 第１条、平成３０年度美幌町の水道事業

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりと

する。 

 （１）給水戸数は８,７６８戸でありまし

て、平成２９年度当初より７１戸減の計上

であります。 

 （２）年間総給水量は１９６万２,０００

立方メートルでありまして、前年度当初よ

り４万１,０００立方メートル減の計上であ

ります。 

 （３）１日平均給水量は５,３７５立方メ

ートルでありまして、これも前年度当初よ

り１１３立方メートル減の計上でありま

す。 

 給水戸数、年間総給水量、１日平均給水

量は昨年より減となっておりますが、平成

２９年度の実績見込みにより見込んだもの
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でございます。 

 （４）主な建設事業につきましては、資

本的収入及び支出で御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出、第３条と、次の５

０４ページの資本的収入及び支出、第４条

につきましては、予算実施計画書及び説明

書で御説明申し上げます。 

 企業債。 

 第５条、初めに、水道施設整備事業限度

額６,１００万円でありますが、内容につき

ましては、施設更新の実施設計が２件、施

設整備工事が４件で、詳細は歳出で説明さ

せていただきます。 

 水道施設等耐震化事業、限度額１,８８０

万円でありますが、日並浄水場管理棟上

屋、急速ろ過池上屋の耐震補強工事と水源

池取水施設耐震補強実施設計委託を行うも

のであります。 

 量水器収納筐設置事業、限度額９,５９０

万円でありますが、平成２４年度から１１

年間の計画で伸縮式の量水器筐に交換、整

備するもので、平成３０年度は９６０戸分

を計上しております。いずれも企業債の充

当率は１００％で、起債の方法、利率、償

還方法は記載のとおりであります。 

 次に、５０５ページをお開き願います。 

 一時借入金。 

 第６条、一時借入金の限度額は、１億円

定めるものであります。 

 議会の議決を経なければ流用することの

できない経費、第７条と、たな卸資産購入

限度額、第８条につきましては、記載のと

おりであります。 

 次に、５０６、５０７ページをお開き願

います。 

 予算実施計画書及び説明書の収益的収入

及び支出の収入であります。 

 １款、１項、１目、給水収益４億２,４２

６万６,０００円は、平成２９年度の決算見

込みを踏まえ、減額の計上となっておりま

す。 

 その下、４目、その他営業収益の３節の

中の下水道使用料賦課徴収受託料２,４８１

万２,０００円は、下水道使用料の賦課徴収

業務費用を公共下水道特別会計から受ける

もので、下水道使用料調定件数割合で求め

た４８.５２％で算出したものであります。 

 ２項、営業外収益の中の２目、長期前受

金戻入７,２００万８,０００円は、固定資

産の取得、改良に交付された補助金等を収

益化した額を計上しております。 

 その下、３目、雑収益の１節の中の下水

道排水施設業務負担金４０２万３,０００円

は、下水道の排水施設の新設や改造の受付

と検定に伴う経費を公共下水道特別会計か

ら受けるもので、施設担当職員の人件費の

２５％と排水台帳管理システム負担金で算

出したものであります。 

 次に、５０８、５０９ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目、原水及び浄水費５,４

１５万６,０００円は、水源池及び浄水場に

係る維持管理経費を計上しております。前

年度に比較して１５７万８,０００円の減額

は、日並浄水場施設等修繕料の減に伴うも

のであります。 

 １５節、委託料の日並浄水場運転管理等

業務委託料は、平成２６年度から委託して

おります管理業務委託で２,９９６万円を計

上しております。 

 ２１節、薬品費１,１５５万８,０００円

は、凝集剤のポリ塩化アルミニウムや次亜

塩素酸ナトリウムなどの水処理薬品費用を

計上しております。 

 次に、５１０、５１１ページをお開き願

います。 

 ２目、配水及び給水費６,６１６万９,０

００円は、職員２名の人件費と田中配水池

と７カ所の加圧ポンプ所及び配水管路の維

持管理経費を計上しております。前年度に

比較して１９９万１,０００円の減額の主な

内容は、賞与引当金、委託料の減によるも

のであります。 
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 １５節、委託料の一番下の行、検定期間

満了分量水器取替委託料５５８万９,０００

円は、メーター交換に係る業務委託料で、

交換数量の減により２１５万円の減であり

ます。 

 １８節、修繕費７９５万５,０００円は、

配水及び給水施設の修繕に係る費用で、前

年度に比較して２６４万４,０００円の減を

見込んでおります。 

 ２２節、材料費の量水器取替用材料費２,

２３０万６,０００円は、メーター交換１,

３６６戸分を計上しております。 

 次に、５１２、５１３ページをお開き願

います。 

 ３目、業務費４,０４５万７,０００円

は、水道使用料の賦課徴収に係る営業担当

職員４名分と臨時職員１名分の人件費、検

針の経費、電算事務経費などを計上してお

り、前年度に比較して９１万４,０００円の

減額の主な内容は賞与引当金の減によるも

のであります。 

 次に、４目、総係費１,６３５万６,００

０円は、水道主幹の人件費と建設水道部長

の３カ月の人件費相当分を給与費負担金と

して計上しており、前年度に比較して１,１

４８万２,０００円の減額の主な内容は、賞

与引当金、水道事業基本計画策定業務委託

料の減によるものであります。 

 次に、５１４、５１５ページをお開き願

います。 

 中ほどの５目、減価償却費、１節、有形

固定資産減価償却費の中の一番下、リース

資産７１８万３,０００円は、管路管理シス

テム、企業会計システム、水道料金システ

ムの固定資産の割賦払い金をリース資産と

して計上しております。 

 下段、２項、営業外費用、１目、支払利

息には、企業債償還利息２,６３６万７,０

００円を含む利息額を計上しております。 

 次に、５１６、５１７ページをお開き願

います。 

 支払消費税５２３万７,０００円、雑費と

して過年度還付金２０万円、予備費として

５万円を計上しております。 

 次に、５１８、５１９ページをお開き願

います。 

 資本的収入であります。 

 １款、１項、１目、企業債１億７,５７０

万円でありますが、第５条、企業債で説明

させていただきましたとおり、予算工事関

係参考資料で説明させていただきます。 

 その下、２項、１目、国庫補助金６８７

万５,０００円は、日並浄水場管理棟上屋、

急速ろ過池上屋の耐震補強工事と、水源池

取水施設耐震補強実施設計委託を国の生活

基盤施設耐震化等交付金、補助率４分の１

を活用して実施しようとするものでありま

す。 

 その下の３項、１目、簡易水道等施設整

備事業実施区域水道施設分担金は、豊幌地

区で新たな給水を受けようとする世帯を想

定し、１件分の２００万円を計上しており

ます。 

 その下の４項、１目、消防庁舎改築事業

上水道布設替工事負担金は、消防庁舎改築

事業に伴う水道管の移設に係る布設がえ工

事であり、広域事務組合負担金を充当して

整備を行う予定であります。 

 その下、５項、１目、一般会計出資金４

９０万円は、日並浄水場管理棟上屋、急速

ろ過池上屋の耐震補強工事と水源池取水施

設耐震補強実施設計について、補助金を差

し引いた４分の１の額を地方公営企業法に

基づき一般会計から受け入れるものであり

ます。 

 次に、５２０、５２１ページをお開き願

います。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目、浄水配水設備費２億

２,７５２万３,０００円は、施設担当職員

１名分の人件費を含む水道管の布設がえ及

び水道施設整備に係る経費を計上している

ものであります。 

 このページの中ほど、１５節、委託料の
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うち、水道施設整備事業実施設計委託料８

７０万円は、水源池取水施設耐震補強実施

設計及び日並浄水場ろ過設備、天日乾燥施

設更新のための実施設計を行おうとするも

のであります。 

 ２３節、工事請負費の水道施設等耐震化

事業２,４９０万３,０００円は、日並浄水

場管理棟上屋、急速ろ過池上屋の壁ブレー

スと屋根ブレースの補強による耐震補強工

事を予定しております。 

 その下、水道管路整備事業１億２,５４５

万３,０００円は、後ほど、予算工事関係参

考資料で御説明させていただきます。 

 その下、水道施設整備事業５,７１０万円

は、４件の工事を予定しており、１件目

は、日並浄水場天日乾燥施設整備工事で、

昭和３７年に緩速ろ過池として整備した天

日乾燥床の透水板や排水路の整備、ろ過槽

のろ過砂や砂利を入れかえる工事で、１,１

４０万円を予定しております。 

 ２件目は、日並浄水場フロック形成池機

械設備工事で、平成２年に設置した機械設

備を更新し、原水の水質に応じて薬品を注

入し適正なフロックを形成するため、減速

機、電動機、攪拌機を更新するもので、工

事費４,１２０万円を予定しております。 

 ３件目は、高野第１加圧ポンプ所計装設

備工事で、平成９年に設置した圧力調整計

を更新し、圧力変状に対して設定圧力を確

保するポンプを運転する調節をするもの

で、工事費３２０万円を予定しておりま

す。 

 ４件目は、高区第１加圧ポンプ所計装設

備工事で、平成８年に設置した圧力計を更

新し、加圧後の圧力を測定し圧力調整の基

準とするもので、工事費１３０万円を予定

しております。 

 その下、簡易水道等施設整備事業２００

万円は、分担金工事１戸分の予算設定をし

ているものであります。 

 その下、浄水場資機材倉庫設置工事１０

９万８,０００円は、老朽化した現在の資機

材倉庫を新たに設置するものであります。 

 その下、２目、業務設備費の中、２節、

量水器筐取替費９,５９９万９,０００円

は、９６０戸分の設置委託と量水器収納筐

代を計上しております。 

 その下、３目、資産購入費、５節のリー

ス資産８１５万２,０００円は、債務負担行

為で購入している管路管理システム、企業

会計システム、水道料金システムと長期継

続契約で購入している土木積算システムを

計上しております。 

 その下、２項、１目、企業債償還金１億

３,８６３万６,０００円は、財務省、公営

企業、金融機構、市中銀行から借り入れた

企業債の償還元金であります。 

 続きまして、先ほどの別とじの予算工事

関係参考資料について御説明申し上げま

す。 

 １１ページになります。 

 水道管路整備事業であります。 

 老朽化している水道管路について計画的

な布設がえを実施するとともに、道路整備

等に関連した水道管網を整備し、安定的な

給水を図るものであります。 

 地図番号①町道第２６２号道路、大通南

１、２丁目の配水管新設工事であります。

道路改良工事にあわせ、ポリエチレン管、

管径１００ミリ、延長２１１メートルの配

水管を新設するもので、工事費９２０万円

を予定しております。 

 次に、飛びまして、地図番号⑨になるの

ですが、町道２１５号道路、栄町１丁目の

消防庁舎改築事業に伴う布設がえ工事であ

りまして、ポリエチレン管、管径５０ミ

リ、延長６４メートル、工事費５７７万８,

０００円を予定しております。この整備に

つきましては、広域事務組合負担金を充当

して整備する予定でございます。 

 以降につきましては、老朽管の布設がえ

工事であります。 

 工事概要に記載の既設管の布設年度、新

設管種、管径は省略させていただきまし
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て、工事箇所と工事延長、工事金額を説明

させていただきます。 

 地図番号②町道９号道路、日の出１丁目

は、網走信金稲美支店様から、パチンコひ

まわり様入り口まで、延長２９０メート

ル、工事費２,０００万円を予定しておりま

す。 

 ③町道７２７号道路、西１条南５丁目

は、スポーツセンターまで上る旧道であり

ます。延長２３８メートル、工事費１,１０

０万円を予定しております。 

 ④町道４２５号道路、稲美は、緑の苑西

側で延長９０メートル、工事費５７６万円

を予定しております。 

 ⑤町道４２２号道路、稲美は、あさひデ

イサービスセンター東側で延長９０メート

ル、工事費４４１万円を予定しておりま

す。 

 ⑥町道４２４号道路、稲美は、緑の苑東

側で延長８０メートル、工事費３９２万円

を予定しております。 

 ⑦町道１０７号道路、東１条北２、３丁

目は、道路整備工事にあわせ、延長７０メ

ートルの布設がえを行うもので、工事費５

００万円を予定しております。 

 ⑧町道７３９号道路、美富は、林様宅か

ら鳥十様まで、ちょうどセブンイレブン美

富店様の裏の通りで、延長５８０メート

ル、工事費２,９００万円を予定しておりま

す。 

 ⑩町道５５５号道路、田中は水管橋の布

設がえであり、延長１６メートル、ステン

レス鋼管、管径３００ミリ、工事費３,１３

８万５,０００円を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書の２

３８ページでございます。 

 議案第５７号平成３０年度美幌町病院事

業会計予算について御説明を申し上げま

す。 

 予算書の５３５ページをお開き願いま

す。 

 平成３０年度の予算計上につきまして

は、経常経費のほか、収益的収支では、常

勤医師１名と看護師３名、事務職１名の採

用を見込んだ予算を、資本的収支では、超

音波診断装置の更新など、医療機器等の購

入に必要な予算の計上を行ったところであ

ります。 

 第１条、平成３０年度美幌町の病院事業

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量及び第３条の収益

的収入及び支出の予定額は、それぞれ記載

の人数及び金額を定めるものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明を申し上げます。 

 次に、５３６、５３７ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、それぞれ記載の金額を定め、資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額１億

１５２万２,０００円は、過年度分損益勘定

留保資金で補塡するものとするものであり

ます。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明を申し上げます。 

 第５条の企業債につきましては、医療機

器更新等事業のため、起債の限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法を記載のとお

り定めるものであります。 

 この起債につきましては、病院事業債で

は元利償還金の２２.５％、過疎債では元利

償還金の７０％が交付税措置されるもので

あります。 

 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を４億円と定め、第７条の議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

として、職員給与費、交際費の額をそれぞ

れ記載のとおり定めるものであります。 

 第８条の他会計からの補助金は、一般会

計からの補助金につきましては、それぞれ

企業会計に対するルール分としての繰り入
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れを、国保会計の直診施設健康管理事業補

助金は、病院が実施する健康管理事業に対

する補助として計上するものであります。 

 第９条では、たな卸資産購入限度額を２

億６,０５５万円と定め、第１０条の重要な

資産の取得は、予定価格が７００万円を超

える医療機器の購入として、超音波診断装

置一式、外科手術用内視鏡システム一式を

定めるものであります。 

 次に、５３８、５３９ページをお開き願

います。 

 収益的収入及び支出でございます。 

医業収益では、入院及び外来収益として、

平成２９年度の実績見込み及び婦人科診療

の開始を見込んだ収益を計上し、年間患者

数及び１日１人当たりの収益額の見込みは

それぞれ記載のとおりでございます。 

 その他医業収益のうち、一般会計負担金

は、企業会計に対するルール分の繰り入れ

として、救急医療の確保に要する経費は、

交付税措置額の相当分を、小児救急に要す

る経費は、特別交付税の基準額に基づき算

定した額を、医師確保に要する経費は医師

募集に係る経費分として計上し、その他の

収益は、それぞれ記載のとおり所要額を計

上してございます。 

 次に、５４０、５４１ページをお開き願

います。 

 医業外収益でございます。 

 一般会計補助金と国保会計補助金は、第

８条で説明いたしました補助金を計上して

おります。 

 一般会計負担金は、企業会計に対するル

ール分の繰り入れとして、それぞれ記載の

とおり計上し、そのうち、不採算地区病院

の運営に要する経費につきましては、１億

１,１２５万２,０００円を繰り入れるもの

でございます。 

 その他の収益は、平成２９年度の決算見

込みを踏まえ、それぞれ計上を行っており

ます。 

 次に、５４２、５４３ページをお開き願

います。 

 医業費用でございます。 

 給料及び手当等につきましては、医師給

与は、４月採用の婦人科医師１名を含む常

勤医師１１名分を計上し、看護師３名の増

員と事務職のプロパー職員１名の採用を含

め、予算計上を行っております。 

 賞与引当金繰入額につきましては、翌年

度の６月制定支給に係る引当金相当額を計

上するものであります。 

 賃金につきましては、臨時医師賃金とし

て眼科出張医師など非常勤医師の賃金所要

額を、臨時職員につきましては、看護師、

看護補助者等、全体で４４名分を計上する

ものであります。 

 材料費のうち、薬品費、診療材料費は、

それぞれ所要額を計上してございます。 

 次に、５４４、５４５ページをお開き願

います。 

 医療消耗備品費から保険料まで、各項目

とも所要額を計上しておりますが、下から

２項目めの修繕費につきましては、病院駐

車場の区画線の引き直し、点字、線字タイ

ル等の修繕を含め計上をしてございます。 

 次に、５４６、５４７ページをお開き願

います。 

 賃借料から交際費までそれぞれ所要額を

計上しておりますが、上から３項目め、手

数料の一番上の項目の医師・看護師等医療

従事者紹介手数料につきましては、医療ス

タッフの人材確保のため、医師１名、看護

師２名、薬剤師１名、作業療法士１名の紹

介手数料を計上してございます。 

 下から３項目め、貸倒引当金繰入額は、

診療費の不納欠損に備えるため、あらかじ

め債権放棄見込み額を計上するものであり

ます。 

 それ以外の各費目につきましては、それ

ぞれ所要額を計上しております。 

 次に、５４８、５４９ページをお開き願

います。 

 建物減価償却費から一時借入金利息ま



 

－ 197 － 

で、それぞれ所要額を計上するものであり

ます。 

 次に、５５０、５５１ページをお開き願

います。 

 雑損失、消費税につきましては、それぞ

れ所要額を計上するものであります。 

 次に、５５２、５５３ページをお開き願

います。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入では、一般会計出資金とし

て、公営企業会計に対する繰り入れ基準に

よる企業債元金償還分の繰り入れを、企業

債につきましては、医療機器更新等事業の

財源充当のため記載のとおり計上し、一般

会計負担金は、医療機器等のリース資産に

該当する医療機器の元金償還金を計上する

ものであります。 

 次に、５５４、５５５ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 建設改良費では、医療機器更新事業とし

て、第１０条に定める診療用医療備品のほ

か、必要な医療機器の購入のための所要額

を計上するものであります。 

 リース資産購入費は、医療機器などのリ

ース資産の償還金でございます。 

 企業債償還金は、企業債の元金償還分を

計上するものであります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時３４分 延会   
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    美 幌 町 議 会 議 長 

 

 

         署 名 議 員 
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